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第2章 情報通信政策の動向

我が国の直面する諸政策課題及び国民生活 ・産業経済のニーズに対応

し、情報通信政策は的確に展開してきている。

本章では、情報通信振興のための総合的な政策、電気通信及び放送に

関する政策、情報通信に関する国際政策及び技術政策並びに郵便事業 ・

郵便局ネットワークの視点から、3年 度に実施した施策及び4年 度に実

施予定の施策について概観する。

第1節 情報通信の飛躍 を求めて

1地 域情報化政策の展開

(1)地 方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進

地方の自立的成長を牽引し、地方の発展の拠点 となる地方拠点都市地

域の整備及び産業業務施設の再配置を促進することにより、地方の自立

的成長の促進及び国土の均衡ある発展を図ることを目的 として、郵政省

をはじめ とする関係省庁は共同して、4年 度から地方拠点都市地域の整

備及び産業業務施設の再配置の促進に向けた取組を行 うこととしてい

る。

制度の概要は、以下のとお りである(第2-1-1表 参照)。

① 主務大臣(国 土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、郵政大臣、

建設大臣及び自治大臣)が 、文部大臣、運輸大臣その他関係行政機関

の長 と協議の上、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置

の促進に関する基本方針 を定める。
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第2-1-1図 地 方拠 点都 市地域 の 整備 及び 産業 業務 施設 の再 配置 の促 進
に関 す る施 策 スキ ーム

情報通信政策の動向

目的 ○地方の自立的成長 を牽引 し、地方の発展の拠 点となる地方拠点都市地域 の整備

○産業業務施設の再 配置の促 進

文部、運輸 そ
の他関係行政
機関の長

協 議

基本方針の策定(主 務大臣)

(国土、農水 、通産 、郵 政、建設、 自治)

運輸、郵政そ
の他関係行政
機関の長

協
議

関係 市 町 村

主務 大 臣

国 、農 、通

、建 、自

協
議

協 議

地方拠点都市地域の指定

(都道府県知事)

主 務 大 臣

通産+業所管大臣

認定

都道府県知

通 知

承 認

関係行政機関
の長

基 本 計 画 の 策 定

地域を構成する市町村が共同して
策定

①地域の整備方針
②拠点地区の区域及び実施すべき事業
③公共施設の整備
④住宅及び住宅地の供給等居住環境の整備

⑤人材育成、地域間交流、教養文化活
動等の活動

⑥その他

産 業 業 務

施設の移転

計画の作成

(事業者)

O都市計画上の特例措置

0地方行財政上の特例措置

o地域振興整備公団の業務の特例

O通信 ・放送衛星機構の業務の特例

○卸売市場法の特例

o地方住宅供給公社法の特例

o税制上の特例措置

Oそ の他

・公共施設の整備及び住宅 ・住宅地

の供給の促進
・地域の電気通信の高度化への配慮

・資金の確保、助言 ・指導等の援助
・農地転用への配慮等

・監視区域の指定

・立地の適正化への配慮

② これに基づいて都道府県知事が関係市町村及び主務大臣(国 土庁長

官、農林水産大臣、通商産業大臣、建設大臣及び自治大臣)と 協議の
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上、地方拠点都市地域の指定 を行 う。 この場合、主務大 臣は運輸大 臣

及び郵政大 臣その他関係行政機 関の長 に協議す る。

③ 当該指定 を受けた地 方拠点都市地域 を構成す る市町村が共同 して基

本計画 を策定 し、都 道府県知事の承 認 を得 る。

郵政省 では、 テレ トピア構想以来の基本的 な政策理念 である電気通信

の活用に よるまちづ くりの考 え方 を踏 まえ、特に電気通信の高度化の観

点か ら地方拠点都市地域 の整備 に積極 的に貢献す ることとしてお り、基

本計画の支援 として、地方拠点都市地域の うち、都市機能の集積 等を図

るための事業 を重点的に実施すべ き拠点地 区において電気通信 機能支援

中核施設の整備 を行 う第三セ クターに対 して出資 を行 う業務 を通信 ・放

送衛星機構 に新 たに追加 す るな どの措置 を図っている。 同施設は、高 品

質映像通信(テ レビ会議等)、 高速デー タ通信(マ ルチ メディア通信等)

など高度 な電気通信 の手段の活用によ り、大都市 と同等 の業務 ・執務環

境 を地方 に整備 す るものである。

(2)電 気通信格差是正事業の推進

国は、3年 度か ら、「生 活関連」の公共投資 として、「電気通信格差是

正事業」 を推進 して いる。具体的 な事業 の内容は、

① 地上系民間 テレビジ ョン放送の難視聴 を解消す るための中継施設の

整備

② 全 国 どこでも自動車電話等の移動通信サー ビスが使 えるようにす る

ための鉄塔施設の整備

であ り、事業の実施 主体 である公益法 人は、4年3月 末現在31法 人設立

されている。3年 度 の実施地区は,① の事業については26道 県36地 区、

②の事業 につ いては13道 県16地 区 となってい る。

また、3年 度 か ら実施 されている内容のほか、新 たに

③ 地上系民間 テレビジ ョン放送 の難視聴 を解消す るための共 同受信施
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第2-1-2表 電 気通信 格差 是正 事業 の スキ ーム

年度
区分 3年 度 4年 度

移動通信用鉄塔

施設整備事業

対象地域:地 上系民間 テレビジ ョ

ン放送の難視聴地域

事業主体:公 益法人

負担割合:国1/4

地方公共団体1/4

公益法入1/2

一

対象地域:過 疎地、辺地 又は離島

事業主体 二市町村

負担割合:国1/3地 方公共団体2/3

注 平成4年 度 に限 り、平成3年

度のスキームで事業 を行 うこと

も可能。

民放テレビ放送

難視聴解消事 業

[テレビ放送中継施設]

対象地域:地 上 系民間テレビジ ョ

ン放送の難視聴地域

事業主体:公 益法人

負担割合:国1/4地 方公共団体1/4

公益法人1/2

[テレビ放送中継施設]

(1)対象地域:過 疎地、辺地又は離島

事業主体:市 町村

負担割合:国1/3地 方公共団体2/3

(2)対象地域:(1)以 外の地域

事業主体:公 益法 人

負担割合:国1/4地 方公共団体1/4

公益法人1/2

注 平成4年 度 に限 り、平成3年

度の スキームで事業 を行 うこと

も可能。

[テレビ放送共同受信施設]

(対象施設の追加)

対象地域:地 上系民間 テレビジョ

ン放送の難視 聴地域

事業主体:市 町村又は公益 法人

負担割合 二国1/3地 方公共団体1/3

その他1/3

沖縄 県先島地区

民放 テレビ放送

難視聴解消事業

事 業主体:沖 縄県

負担割合:[海 底ケーブル等]

国2/3県1/3

[テレビ放送中継施設]

国1/2県1/3

民放事業者1/6

民放 中波ラ ジオ

放送受信障害解

消事業

対 象地域:民 間中波 ラジオ放送の

受信 障害地域

事業主体:公 益法人

負担割合:国1/4地 方公共団体1/4

公益法 人1/2
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設の整備

④ 沖縄 県先 島地区における地上系民間テレビジョン放送の難視聴 を解

消す るため の海底 ケーブル敷設等の施設整備

⑤ 民間中波 ラジオ放送 の受信障害 を解消す るため の中継施設の整備

が実施 され るこ ととなってお り、 これ らの事業の継続 ・拡充に必要 な経

費 として、4年 度予算において前年度 比10億1,300万 円増の20億1,600万

円が計上 され ている。

国は、これ らの施 設の整備 に要す る経費について、事業の内容 に応 じ、

同経費の4分 の1か ら3分 の2ま でを地方公共団体 等に対 して補助す る

ものであ る(第2-1-2表 参照)。

(3)有 線テ レビジ ョン放送番組充実事業の推進

郵政省では、地域社会に根 ざ した放 送番組の制作 、流通等 を促進す る

ことに よって、 ケー ブルテ レビの普及に よる地域情報化 を推進 し、地域

経済 を活性化す るこ とを目的 として、「有線 テレビジョン放送の発達及 び

普及のための有線 テレビジョン放送番組充実事業の推進 に関す る臨時措

置法」 を整備 し、4年 度か ら有線 テレビジョン放送番組充実事 業 を推進

す ること としている。

同事業は、次に掲げ る業務 を、 当該業務 を行 うための施設 を整備 して

行 うものである。

① 放送番組 の共 同制作 を行 う業務

② 通信衛星 を利用 して放送番組 を提供す る業務

③ 放送番組 に関す る情報 を収集、提供 する業務

④ 放送番組 を収集 ・保管 し、公衆に視聴 させ る業務

4年 度 は、通信 ・放送衛星機構 を通 じて3億 円 を出資す る予定 である。

(4)テ レ トピア指定地域の追加

郵政省では、地域の情報化 を推進す るために、昭和58年 に未来型 コミュ
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第2-1-3表 テ レ トピア追加 地域 の計 画概 要

地域名 テ ー マ タ イ プ 構築予定 システム 主なメディア

北 上 市

(岩手県)

「21世紀の理想郷 東北の

未来をひらく経済と文化の

拠点都市」を目指す。

、 一
コこユニア イ'

タ ウン型

福 祉 ・医療型

観 光 ・レ ク リエ
ー シ ョン型

①行政総合情報システム
②図書館 ・文学館ネットワー

クシステム

③福祉情報システム

④観光 ・産業情報システム

デー タ通信

CATV

パ ソコ ン通信

栃 木 市
(栃木県)

21世紀を展望 し、市民一体

となって 「活気あふれる産

業文化都市」を目指す噛

コ ミュニ テ ィ ・

タウン型

福 祉 ・医療型

観光 ・レ ク リエ
ー シ ョン型

① 蔵の 街 コ ミュ ニケー シ ョン

システム

②蔵の街すこやかライフシステム

③ 蔵の 街ハ イ ビジ ョン観光 シ
ステム

CATV

オフ トー ク

デー タ通信

ハ イ ビジ ョン

無線FAX

藤 沢 市

(神奈川県)

情報システムを構築し、地
域及び個人の特色や 多様 さ

を生かした 「健康で文化的

な市民生活が営 まれる魅力

ある都市」を目指す。

、 一コ
こユニア イ'

タウン型

福祉 ・医療 型

先 端産業 型

都 市問題 解消 型

①CATVシ ステム
②文化 ・スポーツ ・学習情報

システム

③行政情報システム

④健康情報システム

⑤産業センター情報シス テム

⑥廃棄物 ・環境情報システム

⑦都市基盤情報システム

デー タ通信

ICカ ー ド

FAX

CATV

ビデ オテ ッ クス
パ ソコン通信

嘘

大北地域広

域市町村圏

(長野県)

構成市町村
・大町市

・池田町

・松川村
・八坂村

・美麻村

・白馬村

・小谷村

「うるお いに満 ち、美 しい

自然 と心 豊か な 人々が織 り

なす、生 き生 きと した大北」

の 実現 を 目指 す。

コ ミュニテ ィ ・

タ ウン型

福 祉 ・医療型

先端 産業 型

① コミュニティ情報システム

②生涯学習支援 システム
③災害・火災通報システム

④博物館映像情報システム

⑤マルチメディア観光情報 シ
ステム

⑥地域産業振興センター統合

情報 システム

⑦緊急連絡システム

CATV

オフトーク

有線放送電話
ハ イピジョン

データ通信

多機能電話
LAN

上 野 市
(三重県)

「Uコ ム ネ ッ ト(上 野 コ

ミュニ テ ィネ ッ ト ワー ク)

で結ぷ文 化ふ れ あい都 市上

野 」 を目指す。

、F

コ こユ ニ丁 イ 。

タウ ン型

福祉 ・医療 型

先端 農業 型

観光 ・レ クリエ
ー シ ョン型

① コ ミュニ ティ情 報 ネッ ト
ワー クシステム

②教育・文化情報システム

③健康管理情報システム
④農業情報 システム

⑤観光情報 システム

CATV

ファ クシ ミリ

キャプ テン
パ ソコン通信

堺 市

(大阪府)

住 み、働 き、学 び、憩 う場 と

して優 れ た機 能 を 備 え た
「豊 か さ を実 感す る21世 紀

の 自由 ・自治都市 堺」を目

指す。

コ ミュニ テ ィ・

タウ ン型

物流 ・商流 型

観光 ・レク リエ
ー シ ョン型

① コミュニティ ・ライフ情報
システム

②支所行政情報システム

③教育 ・文化情報システム
④流通情報システム

CATV
パ ソ コン通信

デー タ通信

テ レ メー タ

POS

宇 和 島 市

(愛媛県1

ニュー メデ ィアの積 極 的 活

用に よ り.「 うわ じま'21ビ

ジュア ル ネ./ト ワー ク 構

想」 の推進 と市民創 意の ま

ちづ くりを目指す。

コ ミュニ ティ ・

タウン型

福 祉 ・医療型

伝 統地域 産業 型
「

①地域情報システム

②海洋情報システム
③緊急通報システム

④伊達博物館システム

CATV

ビデ オテ ッ クス

デー タ通信

パ ソコン通信

ハ イビジ ョン

水 沢 市

(岩手県)

情報通 信 シ ステム を活 用 し

て 、「住みや すい教 育 ・文化

の香 り高 い まちづ くり」 を

目指す 。

コ ミュニ テ ィ・

タウン型

観 光 ・レ ク リ

エ ー シ ョン型

①市民情報システム

②行政総合情報システム

③総合映像情報 システム
④観光情報システム

ビデオテックス
パソコン通信

オフ トーク通信

電光掲示板

双方向CATV



第1節 情報通信の飛躍 を求め て 一149一

地域名 テ ー マ タ イ プ 構築予定システム 主 な メデ ィア

宇 都 宮 市

(栃木県)

市民一人ひとりが安全で快
適な環境のもとで、その持

てる個性 と能力を最大限に

発揮 し、祉会的に貢献でき
る人間性豊かな地域社会の

形成 を目指 し、「人に優 し
い、21世紀を展望 した文化

都市」を目指す。

一

コ ミュニ ア イ ・

タウン型

福 祉 ・医療 型

都市問 題解消 型

物流 ・商流 型

①市民総合サービスシステム

②コミュニティ映像情報シス
テム

③テレコムタウンシステム

④教育 ・文化情報システム
⑤産業経済情報ンステム

⑥総合交通情報システム

⑦防災情報システム

ICカ ー ド
パ ソコン通 信

デー タ通信

CATV

ISDN

鎌 倉 市

〔神奈川県)

鎌 倉市の 個性 を生 か しなが

ら、ニ ュー メデ ィア を活用

す る こ とに よ り、地域 の抱

える課 題 を克服 し、 地域 の

発展 を目指す。

曽
コ ミュニア イ ・

タウン型

福祉 ・医療 型

物 流 ・商流型

①生涯学習支援 システム

②行政情報システム
③歴史と文化のまち鎌倉情報

システム

④かまくらガイド情報ンステム

⑤福祉緊急情報 システム

⑥商工情報提供システム

デー タ通信

CATV

ファ クシ ミリ

パ ソコン通 信

ハ イ ビジヨン

無線

相模原市
(神奈川県)

市民が健康 で文化的な生活

を営むことがで き、地域の

産業が一層発展 し、更に魅

力あるまちづ くりの形成を
目指す。

コ ミュニテ ィ ・

タウ ン型

福 祉 ・医療型

先 端産 業型

都 市問 題解消 型

①図書館情報システム

②学校教育支援 システム
③行政窓ロネットワークシス

テム

④さがみはらふれあいネット
ワークシステム

⑤産業情報システム

⑥環境情報システム

パ ソ コン通信

ビデォテ.ノ クス

デー タ通信

ファ クシ ミリ

スケ ッチ ホン

長岡市 、

越路町 、

三島町 、

与 板 町

(新 潟県)

情報通信基盤の 活用に よ
リ、豊かで安全な生活環境
の形成を図 り、活力とうる

おいに満ちた文化の香 り高
.い地域社 会の形成 を目指

す。

コ ミュ ニテ ィ

タウ ン型

福祉 ・医療 型

都 市問 題解消 型

①地域 コミュニティ情報シス
テム

②緊急医療情報 システム
③119番 発信地 自動表示シス

テム

④地域防災システム
⑤降雪 ・除雪情報システム

オフ トー ク

ビデ オテ ッ クス

双方 向CATV

デー タ通信

移動 無線

衣浦東部広
域 行 政 圏

(愛知県)

広 域情 報 ネ ・ノトワー クの整

備 に よる圏域 ア イデ ンテ ィ

テ ィの確 立 を目指 す。

コ ミュニテ ィ ・

タウ ン型

福 祉 ・医療型

観 光 ・レ ク リ
エー シ ョン型

国際 交 流型

① 生 活支援情報 システム

②教育 文化情報 システム

③ふ れあい ネ ッ トワー クシ ス

テム

④ スポーツ ・レ ク リエー シ ョ

ンシステム

⑤国際 交流 システム

CATV、 オフ

トー ク

音声 応答

ファ クシ ミリ

ISDN網

デジタルキャプテン

デー タ通 信

萩 市

仙 口県1

旧城下町、明治維新の胎動
の地 としての歴史性 と箱庭

をイメージさせ る地形的な

特性のもとに情報通信基盤

を活用して美しく活力と時

代変化の対応力に満ちた庭
園都市 萩」の形成を目指

す。

曽

コ ミュニ ア イ ・

タウ ン型

福祉 ・医療 型

観 光 ・レ ク リ
エー シ ョン型

過疎 ・離 島振興

型

① 観光 ガイ ドシス テム

② 福祉 ハー トシステ ム

③ 生活 コ ミュ ニテ ィシステ ム

パソコン通信

多機能電話機
CATV

微弱電波

岩 国 市

(山口県)

情 報通信 シ ステム を活用 し

て 「活 力 あふれ る水 と緑 の

人間都 市 いわ くに」 の形 成

に よ り、「山陽道 の新 た な拠

点都 市」 を 目指す。

一

コ ミュニ ア イ'

タウン型

福祉 ・医療 型

①保健・医療 ・福祉総合カー ド
システム

②地域文化観光情報システム

③図書館総合情報システム

④高度行政情報システム

光 、ICカ ー ド

デー タ通 信

移動 無線

CATV、 キ ャ

プテ ン

ハ イビジ ヨン

衛 星通信

テ レビ会議
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ニ ケー シ ョン都市(テ レ トピア)構 想 を提唱 し、CATVや ビデオテッ

クス、デー タ通信等 のニュー メデ ィアをこれ らモデル都 市に集中的に導

入す ることに よ り、地域社 会の活性化 を図 っている ところである。

3年 度においては、3年10月 に北上 市(岩 手県)、 栃木市(栃 木県)、

藤沢市(神 奈 川県)、 大北地域広域 市町村 圏(長 野県)、 上 野市(三 重県)、

堺市(大 阪府)及 び宇和島市(愛 媛 県)の7地 域 を、4年2月 に水沢市

(岩手県)、 宇都 宮市(栃 木 県)、 鎌倉市(神 奈 川県)、 相模 原市(神 奈川

県)、 長岡市 ・越路町 ・三 島町 ・与板町(新 潟 県)、 衣浦東部広域行政 圏

(愛知県)、 萩 市(山 口県)、 岩国市(山 口県)の8地 域 を新 たに 「テレ ト

ピア地域」 として指定 した(第2-1-3表 参照)。

これによ り、指定地域 は全 国で102地 域 とな り、4年1月 末現在、86の

地域において220の システムが稼働 して いる。

2電 気通信産業振興のための環境整備

(1)4年 度税制改正について

電気通信分野に関する4年 度の税制改正については、 まず、データ通

信や画像通信等の高度で多様な通信ニーズへの対応が可能な新世代通信

網の構築を促進するため、「新世代通信網を構築する施設」について固定

資産税の軽減措置が認められた。また、地域の情報格差 を是正するため、

「電気通信格差是正事業」の用に供する償却資産に係 る固定資産税の軽減

措置が認め られた。

この他、開放型システム間相互接続(OSI)対 応装置、統合型ネッ

トワーク管理装置、メール装置等の取得に係る法人税の軽減措置、移動

系電話事業者に係る事業所税の軽減措置、電波有効利用促進税制の拡充、

電線類地中化税制の拡充等が認め られるとともに、新第一種電気通信事

業者に係 る固定資産税の軽減措置等の延長が認められた(第2-1-4
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4年 度情 報通信 分 野 におけ る主 な税制 改正 の概 要

項 目 内 容

1新 世代通信網構築 設備に係 る固定資産

税の軽減措置の創設
同期 多重デジタル伝送装置、通信綱制御装
置、複合通信変換装置及び光 ファイバーケー
ブル(取 得後5年 度分2/3)

2通 信 ・放送機構に係 る税制支援措置
通信 ・放送衛星機構の改組 ・名称変更に伴
っ措{置

3移 動電話事業者に係 る事業所税の軽減
措置の創設

移動電話事業者の事業に係 る事業所税の特
例措置(1/2)

4電 線類地中化税制 に係 る対象設備 の追
加

先行地中化設備(特 別償却12%、 固定資産
税(取 得後5年 度分5/6))

5電 気通信格差是正事業に係 る固定資産

税の軽減 措置の創設
取得後5年 度分2/3

6地 方拠点都市地域の整備 及び産業業務

施設の再配置に係 る税制支援措置
①産業業務施設に係る特別償却(12%)、 特

別土地保有税非課税
②産業業務施設に係る買換特例

7そ の他

①電波有効利用促進税制に係 る対象設備
の追加

②エ ネルギ需給構造改革投資促進税制の
創設

③ メカ トロ税制④新第
一種電気通信事業者に係 る固定 資

産税の軽減措置
5技 術等海外取 引に係 る税制支援措置
6電 線類地中化税制
7民 活税制
8多 極税制

①電波有効利用の概念拡充及び対象設備の
拡充②
エネルギー環境変化対応投資促進税制 を

廃止 して、エ ネルギー需給構造改革投資
促進税制を創設 し、対象設備 を拡充

審
2年 間の延長及び対象設備の拡充
2年 間延長(2/3→3/4)

52年 間延長(12%→8%)
62年 間延長
72年 間延長
82年 間延長

表参照)。

(2)4年 度無利子融資について

地方公共団体の出資又は拠出に係る法人(第3セ クター)が 行う民活

法対象事業者等に対 して行われる無利子融資(Cタ イプ)に ついては、

既存対象事業に加え、新たに、一極集中を是正 し、地方拠点都市地域の

整備 を図るための「遠隔通信交流支援事業」、電気通信分野の研究開発を

促進するための 「研究開発基盤施設整備事業」及び地域におけるCAT

Vの 普及を支援する 「有線テレビジョン放送番組充実事業」が加えられ
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た。 また、放送番組 の素材 となる多様な映像 ソフ トの収集 ・保管、編集

等 を行 う 「映像 ソフ ト交流促進施設整備事 業」 が民活法施設整備事業の

4号 施設(テ レコムプ ラザ)の 枠 内 として認め られた(第2-1-5表

参照)。

(3)4年 度財政投融資につ いて

4年 度の情報通信分野におけ る財政投融資については、既 存対象事業

に加 え、新たに国際標準に準拠 した情報通信 システムの普 及 を図 る 「O

SI対 応情報処理 ・通信 シス テム」及 び一極 集 中を是正 し、地方拠 点都

市の地域の整備 を図 るための 「一極集 中是正関連(業 務 機能支援施 設、

地域活性化施設)」 が 日本開発銀行等の融 資の対 象 として認め られたほ

か、無利子融資 と同様 に、「映像 ソフ ト交流促進施設整備 事業」が民活法

施設整備事業 の4号 施設(テ レ コムプ ラザ)の 枠 内 として融資の対象 と

なった(第2-1-6表 参照)。

また、通信 ・放送衛 星機構 では、継続事業 として、情報通信分野の人

材育成 を行 う 「人材研修事 業」に対す る出資事業 のほか 、さ らに新規事

業 として、「遠隔通信交流支援事業」、「研究開発基盤施 設整備事業」及び

「有線 テレビジ ョン放送 番組充実事 業」 に対す る出資事業 を行 うこ とと

なった。

(4)基 盤技術研 究促進セ ンターの 出融資 につ いて

基盤技術研究促進 センター は、民間において行 われ る電気通信及び鉱

工業に係 る基盤技術に関す る試験研究 を促進す るための機関 であ り、民

間が行 う試験研 究 に必要 な資金 を供 給す るための 出融 資事 業 を行 うほ

か、国立試験研究機関 と民間 とが行 う共 同研究 のあっせ ん、海外の研究

者の招へ い等の事業 を行 っている。

3年 度 において、新 たに同センターの出融 資対象 として採択 され た案

件は、出資関係が3件(3年 度 出資額1.2億 円)、 融資関係が29件(3年
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4年 度 情報通 信分野 におけ るNTT-Cタ イプ無利子融資制度の概要

項 目 対象地域 対象資金 融 資 比 率 等
融資期間(据 置期 間)

返済方法

適用金利

テ

レ

ト

ピ

ア

指

定

地

域

内

事

業

ビデオテ汐 ス施設劉薦事業

地域通信システム整備事業
馳 域総合デジタル通信施設

整備事業を含む)

情報処理型及び放送型有線
テレビジョン施設整備事業

地域共同利用無線ネット
ワーク施設整備事業

ハイビジョン施設整備事業

放送番組普及センター施設
整備事業

ふるサ・トセンター施設整

備事業

テ レ トピ
ア指定地

域 内に限

る

直接工事

費。 ただ

し、土地

取得 費、
土地造 成

費 及び運

営費 は除
く

1区 分
丁_

融資比率 [融資期間]
15年 以内

[据置期間]
3年 以内

[返済方法]
据置期間後元本均

等分割 返済

[1邸ll融資の適用金利]
既存融資制度の%

(ただ し、3.5%を 下

限 とす る)。

「首都圏整備法に よ

る既成市街地、近畿

圏整備 法に よる既

成都市区域、名古屋
市の1日市街地

■

25%以 内

首都圏整備法 によ

る近郊整備地帯、近
畿圏整備法 による

都市整備区域(名 古

屋市の旧市街 地を

除く)ト

37.5%

以 内

→
Lその他の区域 50%以 内」

[一体的に整備される事業の要件]

①本件施設の 整備計画 の中に
位 置付け られているこ と。

②機能が 本体 施設 と密接 に関
連 し、空 間的一体性 を有す る

こ と。

③ 本件 施 設の 整備 費の 概 ね
70%以 下(同 一建物 内は概ね
100%以 下〉の規模 であること。

④ 本体施 設 と同一の 事業者に
よ り整備 されるこ と。

民
活

法

施

設

整

備
事

業

テレコム・リサーチパーク

テレコムプラザ(映像 ソ
フ ト交流促進施設整傭事

特 に限定
はない

業を含む)

マルチ・メディア・タワー

テレポー ト及びインテ リ

ジェン トビル(1B)施 設

整備事業

特定電気通信基盤施設及
びIB整 備事業

ハ イビジ ョン ・シ ステム

地域整備事業

ハ イビジ

ョンシテ

ィ指定地
域内に限

る

通信 ・放送 共同開発事業 特に限定

は ない

電気通信
基盤充実
事業

高度通信施 設
整備事業

入材研修事業

遠隔通信交流支援事業 地方拠点
都市地域
内に限る

研究開発基盤施設整備事業 特 に限定
はない

有線テレビンヨン放送番組充実事業 特 に限定
はない

(注)下 線部分の項 目が4年 度に追加 された もの。
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第2-1-6表4年 度 情報通 信 分野 に おけ る財 政 投融 資制 度の概 要

日本開発銀行一般枠
対 象 事 業 金利及び融資比率 出資 備 考

大項目 中項目 小項目

情報・通信基盤整備 情報処理・

通信振興

1電 気通信基盤整備

(D第 一種電気通信事業用通信システム

併設外国方式自動車システム

セル分割方式自動車システム

無線呼出し 県域内

〃 県域超

② 第二種電気通信事業用通信システム

県域内

県域超

県域超 ・安信付き

〔3)放送型CATVシ ステム

放送型CATV施 設

CATV番 組供給施設 通信衛星利用

〃 その他

㈲ 放送事業の整備(テ レビジョン・FM)

(5}多 重放送設備の整備(文字、ファクシミリ)

〔6)コ ミュニティー放送施設整備事業

特 利(5}、40%

特 利(5)、50%

特 利(5)、50%

特利 ㈲、40%

特利(5}、40%

基 準 、40%

特 利㈲ 、40%

特 利〔5)、40%

特 利(4)、40%

特 利㈲ 、40%

特 利〔4)、40%

特 利③ 、40%

特 利〔4)、40%

特 利{3)、40%

○

2電 気通信利用高度化促進

〔D電 気通信システム設計

(2}衛 星通信 ・衛星放送施設等整備

衛星通信 ・衛星放送施設

衛星管制施設(民 間)

衛星放送受信システム

〔3)周 波数の有効利用促進

㈲ 都市受信障害解消の促進

うち電波吸収体[SHF]

〔5)電 気通 信安 全対策 整備促 進
・デー タ通信 バ ッ クア ップセ ン ター

・電気通 信安 全管理 システム

特 利(3}、40%

特 利(5}、40%

特 利⑤ 、40%

基 準 、40%

特 利〔4)、40%

特 利(3}、40%

匿 巫]、40%

特 利(4)、40%

特 利(3)、40%

圃40%

特 利(4}、40%

○

ハッカー、

ウ イルス

対策設備等

1うち集中管理 システム、暗号化シ ステム}

(6)電 波地下利用普及基盤施設の整備促進

3放 送高 度化 基盤整備 事業

(1)ハ イ ビジ ョン基盤 整備

・ハ イビジョン・システム地域 鰍 蒲事 業

・ハ イ ビジ ョン放 送普 及促進 セ ンター

② 放送 番組普 及促 進セ ンター

特 利(4)、40%

特 利(4)、40%

特 利ω 、40%

○

4情 報処 理 ・通信 シ ステム化促進

〔Dい わゆ るVAN及 び情報処理型CATV

いわ ゆるVAN県 域内

〃 県域 超

〃 県域超 ・安信付 き

情報処理 型CATV

② ビデ オテ ノク ス事業関 連 シ ステム

〔3〕地域振興情報処理・通信システム(テレ トピア〉

同 電磁 環境 整備促 進

(電 磁環境 対策促 進 を含む)1

基 準、40%

特 利〔3)、40%

特利〔5)、40%

特 利{3)、40%

特 利〔3)、35%

特 利(4)、40%

特 利⑧ 、40%

(5)OSI対 応情 報処理 ・通信 ン ステム 1特 利〔4)、40%1
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5通 信 ・放送共同開発事業 ○ 出資のみ

生活・都市

基盤整備

都市開発 者肺機能・

産業基盤

総合整備

6地 域 高度情 報通信 基盤整備

(Dテ レ コム リサー チパ ー ク

② テ レコムプ ラザ

特利㈲ 、50%

特利㈲.50%

特利(5)、50%

特利㈲ 、50%

特 利(5)、50%

O

O

O

O

O

【(映像ソフト交流促進施設整備事業を含む)1

③ マル チ ・メデ ィア タワー

(4)テ レポー ト及 び インテ リジェン トビル

(5)特 定電気通信基盤施設及びインテリジェントピル

ヒ 極集中是正関馴7

(1)業 務機能支援施設1

②

特利〔3}、50%

地域活性化施設1

1

特 利〔3)、50%1

産 業 技 術 振 興 新技術謂発 8産 業技術振興(新 技術開発) 特 利(5).50%

日本輸出 入銀行(輸 入 ・投 資)

(製 品 輸入)

(一 般投 資)

9電 気通信分野の国際協調の推進

q)通 信衛星 ・通信機器の輸入促進

② 国際電気通信事業者の海底ケープル敷

設工事等海外事業の促進

特 利⑤ 一〇,2%、70%

特 利(5)-0.3%、60%

(注)1.対 象事 業 ごとの財政 投融資機 関

1-8は 、 日本 開発銀 行、北海 道東北 開発 公庫、沖 縄振興 開発金 融公庫。9は 、 日本輸 出入銀 行。

2,一 の部分が、平成4年 度に認められた ものである。

度 融 資 額3.5億 円)と な っ て い る。 こ の う ち 、電 気 通 信 関 係 の 出 資 案 件 は 、

「ヒ ュ ー マ ン コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン メ カ ニ ズ ム の 研 究 」(㈱ エ イ ・テ ィ ・ア ー

ル 人 間 情 報 通 信 研 究 所)の1件(3年 度 出 資 額0 .8億 円 、 第2-1-7表

参 照)、 融 資 案 件 は17件(3年 度 融 資 額1.5億 円 、 第2-1-8表 参 照)

と な っ て い る 。

第2-1-7表 基 盤技 術研 究促 進セ ン ターの3年 度新 規 出資案 件

(電気 通信 関係)

テ ー マ 名 会 社 名 概 要

ヒュー マ ン コ ミ⊥ニ ケー

シ ョン メ カニ ズム の研 究

㈱ エ イ・テ ィ・アー

ル 人 間情 報 通信 研

究 所

人間の優れた情報生成機構 に学んだ、電

気通信 に よる豊か な ヒューマ ンコ ミ」.ニ

ケーシ ョン実現技術の確立を 目的 とした、

音声言語情報生成機構、視覚情報生成機構

及び情報生成統合機構の試験研究

基盤技術研究促進センター資料 により作成
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第2-1-8表 基盤技術研究促進センターの3年 度新規融資案件

(電気通信関係)

テ マ 名

(通信処理…3件)

o広 帯域ISDN用 次世代映像端末要素技術の試験研究

○通信 回線高効率利用のための高耐量 スイッチ システムの試験研究

Qデ ジタルコー ドレス電話の 回路構成技術の試験研究

(ネッ トワー ク…2件)

OMHSに よる高機能マルチメディアメール及び高性能EDIシ ステムの試験研究

OLANに おけるグルー プウェアシステムの試験研究

(無線通信…8件)

016QAM方 式を利用 した大 ゾーンマ ルチチ ャンネルア クセス陸上移動通信 システム

の試験研究

○周波数 ホッピング(FH)方 式による移動通信端末の回路技術、並 びに通信制御方

式に関す る試験研究

O高 性能デ ィジタル復調 システムの試験研究

○シール ドビル用低反射型遮蔽技術の試験研究

oSAWマ ッチ ドフィルタ技術によ り耐マルチパ ス特性 を改善 した高速無線LANシ

ステムの試験研究

O移 動体通信用高効率 ディジタル変復調方式 の試験研究

○移動体通信における無線機フ ロン トエ ン ド部 の高周波化 ・小形化に関す る試験研究

○静止衛星間光通信の要素技術の試験研究

(画像 ・伝送…4件)

○高精細映像に よる多地点対話 システム技術 の試験研究

O光 通信用総合評価 システムの試験研究

○将来型加入者系光通信技術の試験研究

○都市型共 同受信 方式における超広帯域(76-2,400MHz)信 号伝送システムの試験研

究

計17件

基盤技術研究促進セ ンター資料によ り作成

また、4年 度 のセ ンター予算においては、産業投資特別会計か らの資

金等(出 資220億 円、融資40億 円、 自己資金25億 円)を 原資 として、220

億円の出資事業 、65億 円の融資事 業 を行 うこ ととしている。
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(5)特 定通信 ・放送開発事業実施円滑化法 による情報流通 の円滑化の

促進

郵政省 では、2年6月 に制定 された 「特定通信 ・放送開発事業実施円

滑化法」に基づ き、新 た な通信 ・放送分 野の開拓等 を通 じて電気通信に

よる情報の円滑な流通 を促 進 し、我が国における情報化 の均衡ある発展

を図るため、通信 ・放送事業分野 に属す る事業の うち、民間の事業者が

優れた知識、アイデアを活か して新た な役務 を提供する事業(「 通信 ・放

送新規事業」)や 地域 にお いて行 われる電気通信 の高度化 に資す る事業

(「地域通信 ・放送開発事業」)等 に対 し、通信 ・放送衛星機構か らの出資、

債務保証、利子補給等の支援 を行 っている。

3年2月 には、通信 ・放送新規事業 として衛星 デジタル音楽放送㈱ が

行 う衛星系に よる音声 多重放 送(PCMラ ジオ放送)の 事 業を認定 した。

また、4年3月 、同事業 として㈱ ケイネッ トが行 う文字及び図形に よる

パソコン通信サー ビスを提供す る第二種電気通信事業 を認定 した。地域

通信 ・放送開発事業に対す る利子補給につ いては、4年3月 現在、29件

に対 して行 われ てい る。 さ らに、3年12月 か ら、通信 ・放送衛星機構で

は、通信 ・放送分 野に関す るデー タベー スを構築 し、情報提供事 業を行 っ

ている。

(6)電 気通信基盤充実事業の推進

郵政省 では、3年6月 に施行 された 「電気通信基盤充実臨時措置法」

に基づ き、電気通信 による情報 の流通 の円滑化 のための基盤の充実 を図

り、情報化社会 の健全 な発展に寄与す るため、電気通信基盤充実事業 を

推進 している。

同事業は、施設整備事業及び人材研修事業に分 かれ、施設整備事業 は、

広帯域ISDNと インテ リジェン トネ ッ トワー クか ら成 る新世代通信網

を構成 し、大量の情報 の高度伝 送や 多彩 な通信サー ビス を実現す るため
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の高度通信施設(光 ファイバー、同期デ ジタル伝送装 置、通信網制御装

置等)の 整備 を行 う者に対 して、特別償却、 日本開発銀行等か らの低利

融資 ・無 利子融 資、通信 ・放送衛 星機構 か らの債務保 証等の各種支援措

置 を行 うもので、4年3月 現在、9事 業 者 を認定 して いる。 また、4年

度 か らは固定資産税の特例措置が認め られた。 人材研修事業 は、地域情

報化 の担 い手 となる電気通信 、放 送分野 の人材育成 のための 中核施 設の

整備 を行 う者に対 して、無利子融資、通信 ・放 送衛星機構か らの出資等

の支援 を行 うもの で、4年2月 に、「株 式会社北 海道 テ レコムセンター」

を第1号 に認定 してい る。

3宇 宙通信政策の展開

(1)宇 宙通信技術開発の推進

ア 通信放送技術衛星(COMETS)の 開発

我が国の社会経済の発展に伴い、宇宙通信に対するニーズは、今後一

層増大、かつ高度化、多様化 してい くものと考えられる。そこで郵政省

では、科学技術庁、宇宙開発事業団と協力して、将来の通信 ・放送分野

における新技術等の開発を自的 とした通信放送技術衛星(COMETS)

の開発に2年 度か ら着手している。

COMETSは 、高度移動体衛星通信技術、高度衛星放送技術、衛星

間通信技術、大型静止衛星の高性能化技術等の開発及びその実験 ・実証

を行 うことを目的とする衛星であ り、8年 度に打ち上げが予定されてい

る。COMETSに 搭載する通信機器のうち高度移動体通信のための中

継器及び高度衛星放送のための中継器受信部については、3年 度から、

郵政省通信総合研究所において開発が開始された。搭載通信機器の開発

と並行 して、4年 度以降は、通信実験のための地球局施設等の地上施設

の整備が開始される。
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イ 次世代の通信 ・放送分野の研究開発衛星の研究

21世 紀初頭 においては、 自動車等に向けて高品質音声放送 を行 う移動

体 デジタル音声放送、大容量衛 星間通信等の実現が期待 されている。

このため、郵政省 では、4年 度か ら、移動体 デ ジタル音声放 送に必要

な高出力中継器、1～2ト ン クラスの衛星 に搭載で きる大型展 開アンテ

ナ、将来のデー タ中継 ・追 跡衛星 に必要 な ミリ波帯及び光衛星 間通信機

器 を搭載 した次世代 の通信 ・放送分野の研究 開発衛 星の研究に着手す る

こととしてい る。

ウ 電波を利用 した宇宙インフラス トラクチ ャの整備方策に関する調

査研究

郵政省では、将来 の宇宙活動 の発展に備 えて、宇宙環境 モニ タ リング

システム、宇 宙における情報通信 ネ ッ トワー ク、宇宙航行安全 システム

等、電波 を利用 した宇宙 インフラス トラクチュアについて、国際協力の

進め方や行政施 策等 を含 めた整備 方策 の検 討 を行 って い るところで あ

る。3年 度 よ り、宇宙環境モニ タ リングの在 り方に関 して調査研究 を行 っ

てお り、 スペー スデブ リ(宇 宙空間に存在する使用済みの人工衛星等 の

不要物体)問 題に焦点 を当て、スペー スデブ リ観測の国内外の現状、 ス

ペースデブ リ観測システムに必要 な機能や技術等について検討 を行 った

ところである。4年 度 は、引 き続 きスペー スデブ リ観測の システム イメー

ジ、国際協力の在 り方等について検討 を行 うとともに、太 陽活動に よる

宇宙環境の変化 の観測 ・予報 システムの在 り方 につ いて も検討 を行 うこ

ととしている。

工 測位衛星 システムの在 り方に関す る調査研 究

衛星 を利用 した測位 システムは、広範囲にわたって簡便に高精 度の位

置情報 を提供 す るこ とがで きるこ とか ら、今後、 自動車のナ ビゲー シ ョ

ン、マ リンレジャー等幅広い用途 での利用が期待 されている・
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このため、郵政省では、3年7月 より 「測位 衛星 システムの在 り方 に

関す る調査研究会」 を開催 し、衛星 を用い た測位 システムの安 定的 ・継

続 的な利用方策 について検討 を行 っている。

オ 熱帯降雨観測衛 星の開発研 究

エルニーニ ョ現象、砂 漠化 等の地球的規模 の環境変化 を把握す ること

は、近年、世界的に緊急かつ重要 な課題 となっている。 この ためには、

地球 の水や熱の収支 ・循 環 を支配す る降雨 の状況 を正確 に知 ることが必

要であ り、特 に地球全体の約3分 の2を 占め る熱帯地域 におけ る降雨を

観 測す るこ とが不可欠 である。

熱帯降雨観測衛星(TRMM)は 、人工衛星 に よる リモー トセンシン

グ技術 を用いて熱帯地域の降雨強度及びその分布 に関わ るデー タを取得

し、 これに よって地球環境変動の メカニズムの解 明や地球環境保全 に資

す る もの であ り、8年 度 頃にH-IIロ ケ ッ トに よ り打 ち上 げ られる予定

である。TRMM計 画は、日米共同プ ロジェ ク トとして進 め られてい る。

郵政省通信総合研 究所 では、3年 度 よ り、宇宙開発事 業団 と協力 してT

RMM搭 載用降雨 レー ダの予備設計及び試作 試験 に着手 している。

(2)国 際宇宙年(ISY)活 動への参 加

国際宇宙年(ISY)は 、 コロンブスのア メ リカ大 陸発見か ら500年 、

宇宙時代 の幕開け ともいえ る国際地球観測年か ら35年 に当たる1992年 を

記念 して米国か ら提唱 された もので、1989年 の国連総会 において、1992

年 を国際宇宙年(ISY)と し、国際関連機関が中心 となって、開尭途

上国のニー ズ を考慮 しつつ宇 宙分野の国際協力 を促進す るため の活動 を

推進す るこ ととされた。国連独 自の活動のほか 、世界 の約40の 宇宙機関

が集 まって組織 され た国際宇 宙年宇宙機 関会議(SAFISY)に よる

活動 とがあ り、SAFISYで は①地球科学技術専 門家 パネル、②教育 ・

普及専門家パ ネル、③ 宇宙科 学専 門家パネル を行 っている。
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郵政省 は、SAFISYの 活動 として、科 学技術庁、宇宙開発事業団、

大学、民 間機関 と協 力 して、 アジア太平洋地域におけ る衛 星通信の普及

及び宇宙分野の国際協 力の促進 を図 るこ とを目的 として、技術試験衛星

V型(ETS-V)に よる 「国際宇宙年記念/汎 太平洋衛星通信 トライ

アル(PARTNERS)」 の実施 等 を行 うこととしている。

(3)衛 星通信 利用の促進

元年3月 に民間初 の通信衛 星が打ち上げ られて以来、我 が国において

も本格的 な衛星 通信 の時代が到来 し、現在 、100社 を超える企業 ・団体 で

利用 され てい るが、今後、衛星通信の利用 を一 層拡大 してい くためには、

衛星通信の新 しい利用方法あ るいは新 しい システム開発 に関す る情報交

換や調査 研究 を、衛星事 業者は もとよ り利用者 をも含め て総合的に行 っ

てい く必要がある。

この ような状況 を背景 として、衛星通信 に関す る情報交換や調査研究

等を通 じて、我が国における衛星通信 の定着に貢献 し、各種普 及促進活

動 を展開す るこ とを目的 として、3年4月 に衛星通信振興協議会 が設立

された。4年3月 現在、会員は電気通信事業者 をは じめ とした、通信機

器メーカー及び利用企業等 で、93の 企業 ・団体 で構成 されてお り、衛星

通信 に関 す る説明会や セ ミナー等の開催、海外情 報の提供等 の活動 を

行 ってい る。

4衛 星利用の拡大 と新たな行政課題

通信 ・放送衛星の実利用が進展するにつれて、一層の利用の促進のた

めの課題、あるいは既存の通信 ・放送秩序の在 り方に関わる新たな課題

が浮上してきている。

(1)衛 星利用の拡大による国際調整の重要性の増大

我が国及び周辺国における衛星利用の拡大に伴い、衛星の軌道や必要
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な周波数の確保のために、国際調整の重要1生が高まっている。

我が国としても、有限な静止衛星軌道位置を全世界の国々が共有する

との立場か ら、関係国と国際調整 を行ってい くとともに、静止衛星軌道

の有効利用方策について調査研究を行い、国際調整の困難の緩和を図っ

ていくことが重要になっている。

また、世界無線通信主管庁会議(WARC)等 の国際会議において、

関係国間との緊密な連携を図 り、今後、一層の成長が予想される衛星通

信業務に対 し、周波数分配の確保を図っていく必要がある。

(2)通 信衛星を利用 した放送サービスの円滑な普及の在 り方

元年6月 の放送法等の一部改正により、受託放送事業者及び委託放送

事業者から成 る新たな放送制度により通信衛星を利用す る放送(CS放

送)が 可能とな り、4年4月 以降から順次サー ビスが開始される見込み

である。郵政省では、CS放 送の発達 ・普及のための方策について検討

を行 うことを目的として、3年6月 から 「通信衛星 を利用する放送の普

及の在 り方に関する調査研究会」を開催 し、4年3月 、報告書 を取 りま

とめた。

同報告書では、CS放 送の発達 ・普及のための課題 として、

① 受信機器の価格の低廉化、設置及び操作の簡便化

② 新 しい放送方式をCS放 送に導入する際の考え方

③CS放 送のメディア特1生にふさわしい放送番組の開発 ・普及及びこ

れを支える放送メディア全体の番組制作環境の整備

④ 有料放送契約 ・課金事務の共通化

⑤CS放 送の多チャンネル化が実質的に進展 した段階におけるCS放

送に係 るマスメディア集中排除原則の適用緩和の検討

等を挙げている・また・CS放 送に対する国民の需要動向と周波数事晴

を勘案 しつつ、今後、放送普及基本計画に定める放送番組の数の目標を
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順次増加 させ るこ とを将 来展望 として挙 げている。

(3)放 送分野 におけ る国際化 への対処

3年8月 か ら、香港のハ ッチビジョン社が、ア ジアサ ッ ト衛星 を利用

してアジア地域 を対 象 とす る「スターTV」 とい うテレビ番組 の配信サー

ビスを開始 した。同サー ビスは、BBC二 ⊥一ス等の5チ ャンネルの番

組配信 を行 って いるが、我が国で もこのサー ビスの受信が技術的に可能

となってい るため、これにつ いての対処方針 を迅速かつ的確 に策定する

ことが必要 である。

本件 につ いて香港 の関係行政機 関及び関係事業者は、

① ア ジアサ ッ ト衛星 は、 固定衛 星業務用(通 信)と して運用が行 われ

ている、

② 「スターTV」 は、ア ジアサ ッ ト衛 星 を利用 した、地上波放送局及

びCATV局 向けのいわゆ る「番組供給サー ビス」であ り、公衆 によっ

て直接受信 され るこ とを目的 とした放 送サー ビスではない、

③ 現在の 「ス ターTV」 のサー ビスエ リアに 日本は含 まれ ない。 日本

で受信 され るとして も、それはス ピル ・オーバー された電波の受信に

す ぎない

などの見解 を表明 している。

郵政省 では、今後 とも香港の主務官庁等 と必要 な情報 ・意見交換 を継

続的に実施 し、「スターTV」 に対 して的確に対処 して い くとともに、4

年度 に実施す る 「放送分 野におけ る国際化 に関す る調査研究」において

も、 いわゆ る 「国境 を越えるテレビ放送」 を重要な課題 として検討 し、

その結果 をも参考 に して、我が 国の対処 方針 を策定す ること としている。

(4)通 信 と放送の境界領域的サ ー ビスにつ いて

通信衛星の送受信技術の進展 によ り、地球局設備 の小型化 と、衛星 を

介 した多種 多様 なサー ビスの提供が技術 的に可能 となった。元年 に民間
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通信衛 星の運用が開始 され て以来、衛星通信 の特長 であ る ところの同報

性、広域性等 を利用 した様々 なサー ビスや 中継器の利用及 びその技術 の

発展が進 んでいる。 当該通信衛 星 を利用 したサー ビスの 中には、衛星 を

利用 した同報通信等の、いわゆ る通信 と放送 の境界領域的サー ビスが出

現 している。

郵政省では、通信衛星 を利用 した放送 を可能にす るため、元年6月 、

放送法等の改正 を行 い、委託放送事業者及び受 託放 送事業 者の制度 を導

入 したが、引 き続 き、 この よ うな通信 と放送 の境界領域 的サー ビスに対

しては、サー ビスの発展及 び受信者の利益の保護 ・増進 の観 点か ら、検

討 を行 ってい く必要 が高 まっている。
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第2節 電気通信の健全な発展

1電 気通信事業政策の着実な推進

(1)NTTの 在 り方に関 する政府措置の推進

ア 経緯

第2次 臨時行政調査会 は、第3次 答 申(昭 和57年7月30日)の 中で、

電電公社 について,中 央会社 と複数 の地方会社 に再編成するこ とを提言

したが、昭和60年4月 の電気通信制度の改革 に際 しては、電電公社 は1

社体制 の まま民営化 するこ ととされ、 日本電信電話株式会社法附則第2

条に見直 し規定 を設け、NTTの 在 り方 については5年 以内に再検討す

ることとされ た。

この規定 を受け、昭和63年3月 、郵政大臣は、NTTの 在 り方につ い

て電気通信審議会 に諮問 を行 い、2年 間にわたる審議 を経て、2年3月

2日 、「日本電信電話株 式会社法附則第2条 に基づ き講ず るべ き措 置、方

策の在 り方」につ いて答 申を受 けた。

政府 は、NTTの 在 り方について検討 を加 えた結果、公正有効競争条

件の整備、NTTの 経営の向上 等 を図 る とい う電気通信 審議会 の答 申の

精神 を生か し、同年3月30日 、「日本電信電話株式会社法 附則第2条 に基

づ き講ず る措 置」(い わゆ る 「政府措置」)を 決定 した。

政府措置は、公正有効競争 を促進す るため、NTTに つ いて長距離通

信事業部、地域別事業部制の導 入 ・徹底、移動体通信業務 の分離、デ ジ

タル化 の推進 等の措置 を講ず るこ と、NTTの 経営の向上等の ため合理

化の推進等の措置 を講ず ること、これ らの措置 の結果 を踏 まえ、NTT

の在 り方 につ いて7年 度に検討 を行 い、結論 を得 ること等を内容 として

いる。
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イ 推進状況

郵政省は、3年4月 、2年 度の推進状況について 「日本電信電話株式

会社法附則第2条 に基づき講ずる措置(平 成2年 度)」を取 りまとめ、広

く国民 ・利用者への周知に努めるとともに、3年 度においては以下のと

お り、各措置の具体的推進を図ってきた。

(ア)事 業部制の導入 ・徹底等

2年9月 の 「長距離通信事業部、地域別事業部制の導入 ・徹底、収支

状況の開示に関す る基本的考え方」に基づ き、3年4月 に 「業務の区分」

等が、4年2月 に 「資産 ・負債等の区分及び収支分計の基準等」が、そ

れぞれ発表された。

事業部制の導入 ・徹底等の概要は次の とお りである。

① 新たに概ね県間通信 を扱 う長距離通信事業本部、概ね県内通信を扱

う地域別(11)の 地域通信事業本部等を設置する。

② 移動体通信、パケッ ト交換、ファクシミリ通信網及び電報等長距離

系新事業者が行っていない業務については、独立の事業部 とする。

③ 長距離通信事業部 と地域通信事業部に区分 される業務は、電話、専

用及びISDNと する。

④ 長距離通信事業部 と地域通信事業部 との間の資産の区分点は中継局

(ZC)と し、県間通信用設備 は長距離通信事業部に、県内通信用設備

は地域通信事業部に帰属させる。

⑤ 費用にっいては、当該業務を実施する(又 は資産が帰属する)事 業

部に帰属させ、複数事業部に関連する費用は社内取引により精算する。

⑥ 地域通信事業部 との接続条件、取引条件等は長距離通信事業部と長

距離系新事業者 との間で原則 として同一 とする。

⑦ 収益については、長距離系新事業者の収入構造等を考慮 し、分収す

る。
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⑧ 事業部制の導入 ・徹底等は4年4月1日 か ら実施す る。

⑨ 各事業部 及び全体 としての財産 目録及び損益計算書 を、4年 度決算

か ら開示す る。

(イ)移 動体通信業務の分離

3年2月 、「移動体通信業務の分離の基本的枠組み」が発表 された。

「移動体通信業務 の分離の基本的枠組み」の概要は、次 の とお りであ

る。

① 新会社は、純粋 民間会社 として設立す る。

② 中核 となる会社(中 央会社)と その子会社 による地域別運営 とす る。

③ 新会社の業務範 囲は、自動車電話、無線呼出 し、船舶電話等 とす る。

④4年6月 のNTT株 主総会 の決議 を経て速やかに分離 し、その後、

さらに1年 程 度 を目途に 中央会社 ・地域会社へ移行す る。

⑤ 受託会社は、新会社 と地域 ご とに一体化 を図 る。

⑥ 中央会社 は、会社 設立の5年 後上場 を目指す こととし、上場の機会

等 をとらえNTTの 出資比率 を低下 させ る。

⑦ 中央会社の上場時 に株主還元策 を実施す る。

NTTは 、移動体通信業務 の分離 を円滑に行 うための諸準備 の一環 と

して、3年8月 、中央会社 の分 離のための企画会社 を、同年11月 地域会

社の分離のための企画会社 を設立 した。

(ウ)そ の他 の政府措置の推進状況

オープ ン ・ネ ッ トワー クの確保 につ いて、3年7月 、NTTと 第二種

電気通信事業者 との間で 「オープン ・ネ ッ トワー ク協議会」 を設立 し、

第二種電気通信事業者の要望 を反映 したNTTの ネ ッ トワー クの構築、

第二種電気通信事業者へのNTTの 網機能 ・網情報の円滑な提供等 につ

いて協議 を開始 した。4年3月 、協議会での協議の結果 を踏えて、NT

Tが 第二種電気通信事業者に対 す る網機能 ・網情報提供計画 を策定 し、
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郵政省に報告 した。

番号計画の在 り方について、優先接続制度、タイムT㈱ に向けた番号

計画、移動体通信系の番号計画、サービス番号の在 り方等について検討

を進めてきた 「21世紀に向けた電気通信の番号に関す る研究会」の報告

書が、3年5月 取 りまとめ られた。そのなかで、政府措置及びそれに至

る検討において指摘された番号計画上の問題点については、公正有効競

争条件を整備する観点か らの検討を一通 り終了した。

情報流用の防止、衛星通信業務、単位料金区域の在 り方、研究開発の

推進、電気通信の安全 ・信頼性の向上等その他の政府措置についても、

所要の措置が講 じられている(第2-2-1表 参照)。

(2)NTT及 びKDDの 外資規制の見直 し

従来、NTT及 びKDDの 株式は、両社が我が国の基幹的電気通信事

業者 として枢要な電気通信網を構築 しているとともに、これらの網が国

の神経系統として我が国の安全の確保に特に深 くかかわるものであるこ

とか ら、外国人が一切所有できない制度 となっていた。

しかし、電気通信制度改革後7年 の間に、我が国の国際化は急速な進

展を見せてお り、NTTに おいても、海外か らの資金調達が活発になり、

資材調達も増大しているほか、こうした外債発行、調達の拠点 として機

能している海外事務所の現地子会社化及び新規設置 も積極的に進められ

ている。また、KDDに おいても、ユーザー企業の海外進出に対応 して

現地子会社の設立や海外事務所の現地子会社化 といった経営の国際化を

進めている。海外においても電気通信事業の民営化 ・競争導入政策が採

用 され、電気通信分野における国際的な資本交流が進展 してきている。

(注)全 世 界 的に 電話番 号 な どの電気 通信 の 番号 を現在 の12け た か ら最 大15け たに

拡 大、変 更 が可 能 とな る時点(1996.12.3123:59世 界協 定 時 間 、 日本 時間:

9年1月1日 午 前8時59分)。CCITTは 各 国 に向 け て この 時点 を 目途 に 必

要 な対 応 を行 うよ う勧 告 して い る。
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NTTの 在 り方 に関 す る政府 措 置の推 進状況 の概要

政 府 措 置 の 項 目 推 進 状 況

公

正

有

効

競

争

の

促

進

}

事業部制の徹底等 02年9月 事 業部制の導入 ・徹底等の基本的考 え方を決定
03月4日 業務の区分等 を決定
04年2月 資産 ・負債等の区分及び収支分計の基準 を決定

接続の円滑化 〇四半期毎の報告でID化 推進 中
03年3月NTTが 、POI設 置に伴 う空管路情報等の提

供、ID化 計画の開示等の措置 を発表

ネ ッ トワ ー クの オー
プ ン性 の確 保

03年7月NTTと 第二 種 電 気通 信事 業 者 との 問 で 「オー
プ ン ・ネ ッ トワー ク協 議 会 」 を設 立

内部相互補助の防止 02年3月 電気通信事業会計規則を改正(電 話役務損益明

細表の作成 を義務付け)
03年3月 電気通信事業会計規則を改正(デ ジタルデー タ

伝送役務等の細 目別の収支作成 を義務付け)(平 成
4年 度分か ら公表)

情報流用の防止 03年3月NTTが 社内体制の整備、情報利用の適正化に
関する社内規定の整備等の措置 を発表

情報の積極的開示 02年5月 電気通信事業報告規則 を改正(単 位料金区域M
A間 の トラピック情報 を開示)

03年3月NTTが 、技術情報の開示 範囲の明確化等の措
置 を発表

研 究開発成果の普 及 03年3月NTTが 、研究開発成果の普及手続 の明確化等
の措 置を発表

移動体通信業務 03年2月NTTが 、分離の基本的枠組 みを発表

81翻 月コNTT・ 礫 のための企画会社を設立

端末機器販売業務 02年7月NTTが 、地域端末機器部門 を一般 電気通信業
務部門から組織的に峻別す るため組織改正 を実施

衛星通信業務 04年2月NTTが 衛星通信サービスについて収支 を分 計

デ ジタル化の前倒 し 02年12月NTTが 、「中長期デ ジタル化計画」の前倒 し実
施 を発表

番号計画の在 り方 03年5月 「21世紀に向けた電気通信の番号に関す る研究
会」が報告書を提出(優 先接続制度等を検討)

単位料金区域の設定
の在 り方

03年5月 「近距離通話の在 り方に関する調査研究会」を
開催

電気通信事業者用割
引料金の導入

02年12月 国際第一種電気通信事業者に対 し、 コス トベー
スの割 引料率 を設定することによ り、業務委託 費
を軽減

N
T
T
の

経
営
の
向
上
等

合理化の推進 ONTTに おいて合理化案を検討中

保守部門
ONTTに おいて保守拠点 の統廃合等 を実施中(保 守拠点:

470か 所(元 年度末)→370か 所(2年 度 末))

株主への利益還元 ○元年度決算において2%記 念増配

規制の在 り方 02年6月 フ リーダイヤルに大 口割 引制度導 入
03年3月 夜間 ・深夜割引を一層拡充
03年3月 電気通信事業法施行規則改正(変 更許可の一部

を許可から届出に変更)
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研究開発の推進 03年6月 電技審が 「21世紀 を展望 した情報通信技術開発

に関す る基本方策」 について答申(長 期的 ・総合

的研究開発指針の策定等)

電 気通信の安全 ・信頼性

の向上

03年5月 字宙通信政策懇談会 が、通信衛星事故へ の対応

等衛星通信 の信頼性 向上策等の報告書取 りまとめ

03年7月 専用線の伝送品質に関す る告示改正

04年1月 「電気通信 システムの安 全 ・信頼性 に関す る研

究会」 を開催

このような状況にかんがみ、郵政省は3年9月 、電気通信審議会から

「NTT及 びKDDの 外資規制の在 り方」(3年1月 諮問)に 対する答申

を得た。同答申の内容は、次のとお りである。

①NTT及KDDの 株式への外資比率を0%か ら20%未 満に緩和する

ことが適当。

② 経営の自主性を確保するためには、両社の役員について外国人の就

任を禁止することが妥当。

郵政省は、本答申内容 を踏まえ、NTT及 びKDDの 外資規制の在り

方について所要の措置を講ずる予定 としているところである。

(3)NTTと 長距離系新事業者の接続条件等の改善

NTTと 長距離系新事業者 との公正有効競争を促進 し、利用者の利便

向上に資する観点から、郵政省は、3年8月 、今後以下の方針によるこ

ととした旨、NTT及 び長距離系新事業者3社 に対 して通知 した。

① 長距離系新事業者のNTT地 域通信網へのPOIの 数を原則 として

1県 に1個 とする。

②6年4月 頃を目途に新たな事業者間接続料金制度を導入する。

③ 長距離系新事業者が自社の経営判断により足回り部分の料金を自由

に設定できるエン ドエンド料金制度の導入を図る。

④ 利用者が新事業者に加入 した場合の、NTTのID送 出ソフ トの個

別改造費用の うち、利用者の費用負担を不要 とする。
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⑤ オープ ンネ ッ トワー クの推 進、優先接続指定制度の導入その他 の公

正有効競争促 進のための施策についても、引 き続 き関係者間 で必要 な

検討 を進め る。

(4)近 距離通 話の在 り方の検討

現行の電話料金の体系 は、昭和37年 に 旧 日本電信電話公社 によって設

定 された単位料金区域(MA)を 中核 に組み立て られてい るが、その単

位料金 区域は設定以 来見直 しが行 われてお らず、 その後の通勤圏等の社

会経済交流圏の急速 な変化及び通話圏の実態等 を踏 まえた見直 しが急務

となってい る。

このため、現今 の近距離通話 の抱 える諸問題 の改善方策 について検討

す るため、郵政省 は3年5月 よ り調査研究会 を開催 し、以下の項 目につ

いて、 多角 的視 点か ら将来のあ るべ き姿 を探 る こととしている。

① 単位料金 区域 の在 り方

② 基本料の在 り方

③ 通話料の距離段階別格差の是正

④ その他(施 設設置負担金の在 り方、料金 多様化等)

(5)電 気通信 システムの安全 ・信頼性の向上

ア ネ ッ トワークの品質確保の ための対応

第一種電気通信事業者は、主要 な専用設備 の伝送 品質に関 し、郵政大

臣の確認 を受 けて基準値 を定め、 その値 を維持す るよ うに努め なければ

ならないこととなってお り、その基準 を定める範囲につい ては、告示㈱

に定め られてい る。

しか し、近年の急激 な電気通信利用 の高度化 によ り、デ ジタル専用回

線の利用 の中心は低 速か ら高速へ と移行 してお り、告示で定め られてい

る範囲が専用線利用の実態 に合 わな くなって きたため、郵政省は、専 用

(注)「 事 業 用電 気通信 設備 の細 目を定 め る告 示」(昭 和60年 郵政 省告 示 第228号)
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線利用の実 態に即 し、伝送品質の基準 を定め るべ き専用設備 の範囲 を次

の とお り変更す るこ ととし、そのための告示改正 を3年7月 に行 った。

(旧)200b/s、1200b/s又 は2400b/sの 伝 送速度 に よる符号伝送 を行

う専用設備

(新)2400b/sか ら6Mb/sの 伝 送速度 に よ る符号伝送 を行 う専用設

備(電 気通信 回線設備 と端末設備 等 との接続の点におけ るインタ

フェースが国際標準 に準拠 しない もの を除 く。)

郵政省 は、 これに基づ き定め られ る品質基準が維持 されてい るこ とを

確認す るための、測定装 置の配備等の体 制整備 を4年 度か ら実施 してい

くこ ととしてい る。

イ 電気通信 システムの安全 ・信頼性確保への取 り組み

昭和60年 の電 気通信制度の改革 を契機 として、 多数 の電気通信事業者

が誕生 し多彩なサー ビスが提供 され ている。 これに伴 い、通信 形態 は単

独の電気通信事 業者の閉 じたネ ッ トワー クか ら、複数の電気通信事業者

が相互接続 を行 う開かれたネ ッ トワー クへ と伸 展 して きてい る。

この ようなネ ッ トワー ク相 互接続 の拡大 によ り、電気通信サー ビスの

多様化、料金の低廉化等、その利便性が 向上 している反面、①災害 ・故

障時 におけ るふ くそ うやサー ビスの中断の影響が ネ ッ トワー クを通 じて

広範 囲に及ぶ、②ハ ッカー等の ネッ トワー ク犯 罪が社会 ・経済活動に与

える影響が飛躍的に増大す る等の新 たな問題点が生ず る恐れが ある。

このため、郵 政省は4年1月 、「電気通信 システムの安全 ・信頼性に関

す る研究会」 を開催 し、ネ ッ トワー ク相互接続 の進展及 びネ ッ トワー ク

の高度化 に対応 した安 全 ・信頼性確保のための課題 、今後 の対策 の在 り

方 について検討 を開始 した。

2電 波利用の促進
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(1)電 波利用料の導入

高度情報社会 の進展に伴 い電波利用 もあらゆ る分野 に及び、その利用

も増大かつ 多様 化の一途 をたどっている。この ため、今後の円滑な電波

利用 を確保す るには、

・不法無線局急増へ の対応等電波利用環境の維持

・電波利用の拡大に伴 う行政事務 量増大へ の対応

等の課題 に対 して、早 急かつ的確 な対処が必要 となっている。

以上の状況 にかんがみ、これ らの課題 を解決す るために必要 となる行

政経費を賄 うため、郵政省は、5年 度か らの受益者負担の原則による電

波利用料の導入に向け、所要 の準備 を進 めている ところであ る。

電波利用料は、以下 の電波行政経費に充て るための財源 とされ る。

① 電波監視施 設等の整備

② コン ピュー タを活用 した総 合的電波監理 システムの整備

4年 度 においては、電波利用料制度の導入準備 として、次の施策 を実

施す ることとしてい る。

① 周知 ・広報 のため のポスター、パ ンフレッ トの作成 ・配布

② 電波利用料 制度に関す る説明会 の実施

③ 電波利用料 管理 システムの設計 ・導入

(2)道 路交通情報通信 システム(VlCS)

これ まで各機 関によ り個別 に開発が行われて きた電波 を利用す る道路

交通情報 メデ ィアの整合性 を図 り、 自動 車の ドライバーに道路交通情報

や位置情報等 を通信 メデ ィア、放送 メデ ィア、測位 メデ ィア等を利用 し

て、車載の デ ィスプ レイへの表示や音声等に よって提供 し、 自動車の情

報化 を目指す 「道路交通情報通信 システム(VICS)」 の実現のために、

郵政省は、警察庁及び建設省 とともに調整 ・協 力を行 ってい る。

3年10月 には、民間企業約200社 等によ り、「VICS推 進協議会」が



一174一 第2章 情報通信政策の動向

設立 され た。同推進協議会 では、VICSの 実用化 に関す る調査、研究

及び開発、事 業化 に関す る調査 ・諸準備、利 用にかか わる普及活動等を

行 ってお り、事業性、安全性等の基本事項 を確認の上、4年 度 中に も実

用化が図れ るよう検討 を進めてい る。

(3)電 波の有 効利用の促進

ア 電波有効利用 支援 事業の推進

近年の電波利用の急速 な拡大 に伴い周波数の ひっ迫が深刻化 しつっあ

り、周波数の移行 を円滑 に進め るなど、 なお一層の電波 の有効利用 を図

るこ とが必要に なってい る。

このため、周波数 の変 更の際必要 となる技術 的条件 等に関す る情報そ

の他 の電波の有効 かつ適正 な利用 に関す る情 報 を無線局免許 人に十分 に

提供す る 「電波有効利用支援事業」 を推進す るこ ととし、4年 度予算に

おいて、必要 な経費 として7,000万 円が計上 された。

郵政省 は、指定法人 「電波有効利用促進 セ ンター」 の業務 に 「電波有

効利用支援事業」 を追加 し、4年 度において、同セ ンターが 当該事業を

行 う上 で中心的 な機能 を果たす デー タベ ー スの構築 等に要 す る費用の一

部 を補助す る等 の支援 を行 う予定 としている。

イ 「インテ リジ ェン ト電波利用 に関する鯛査研 究会」 の開催

郵政省 では、急増す る電波利用に対応す るため、電波の高密度利用 を

可能 とす るインテ リジェン トな電波利用技術 について、必要 な技術、技

術開発課題、制 度上の実現方策 を明 らか にす るこ とを目的 とし、3年10

月、「インテ リジェン ト電波利用に関す る調査研究会」 を開催 した。

本研 究会 では、電波の伝搬状態や利用状況等 に応 じて、使用周波数 、

空中線電力等 を適宜時間的に変化 させ るな ど、無線局が 自 ら電波の利 用

環境に応 じて最大限の周波数 の有効利用 を図 る、高度 な電波利用(イ ン

テ リジェン ト電波利用)技 術 を検討す ることとしている。
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(4)移 動通信 における周 波数の利用効率の向上

ア 簡易型携帯電話 システムの技術的条件の検討

近年、携帯 型の 自動車電話及び コー ドレス電話は飛躍的な勢 いで伸展

して きてい るところであるが、現在の方式では、限 られ た周波数の利用

効率 の面 で将来的 な需要の増大 に対 応す るこ とが困難に なる恐れが あ

り、また、通話 の盗聴対策 等、システムの信頼性 の向上について も課題

を有 して いる。

このような状況 を勘案 し、周波数の利用効率 を上 げるとともに、サー

ビスの多様化 を図るため、2年5月 以来、電気通信 技術審議会 において、

①個人が携帯で きる小型端末 を使用 し、② 同一の端末装置 によ り、事務

所、家庭、屋外 等で共通使 用 を可能 とし、③通信のデ ジタル化 を図った

簡易型携帯電話(パ ー ソナル ・ハ ンデ ィーホン)シ ステムを早期 に実現

するための技術 的条件 について検討が行 われて きた。

3年5月 には、同審議会 において簡易 型携帯電話 システムの無線設備

について、必要 な機能、望 ましい周波数帯 等の技術 的条件 に関す る中間

とりまとめが行 われた。現在、この中間 とりま とめに基づ き、伝 播特性、

通話品質及び干渉 回避機能 等の実証実験 が1年 間程 度 を目途に行 われて

いる。

イ デジタル方式MCA陸 上移動通信 システムの技術的条件の検討

近年の社会 ・経済活動の多様化、広域化、 自動車の役割の増大等に伴

い、陸上移動通信 は飛躍的な発展 を遂 げ、 自動車電話等の電気通信事業

用陸上移動通信 システム とともに 自営用 陸上移動通信 に対す る需要が急

速に増加 している。

デ ジタル化は良質で豊富 な機能 の提供は もとよ り、周波数利用効率、

通信 の秘 匿性確保 等に も有効であることか ら、MCA陸 上移動通信 シス

テムの本格的 な普及に備 え、デジタル方 式によるMCA陸 上移動通信 シ
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ステムの早期導入 を図 るため、伝送方式等 システムの各種条件等 につい

て検 討 を行 な う必要があ る。

以上のこ とか ら、デ ジタル方 式MCA陸 上移 動通信 システムの伝送方

式、送信 設備 及び受信設備 等の技術的条件等 について電気通信 技術審議

会 において検討が行 われてお り、4年6月 に答 申の予定 となっている。

ウ 「マイ クロセル移動通 信システムに関す る調査研 究会」の開催

郵政省では、移動通信 のパー ソナル化 に対 応 して、周波数の利用効率

を一 層高めた将来的 なマ イ クロセ ル㈱ タイプの移動 通信 シス テムの在

り方及 びシステム概 念につ いて、技術 的な見 地か ら研究 を行 うため、3

年4月 か ら 「マ イ クロセル移動通信 システムに関す る調査研 究会」 を開

催 し、検討 を行 っている ところ であ る。

本研究会 におけ る検討項 目は、以下 の とお りである。

① パー ソナル コ ミュニケー シ ョンの今後 の在 り方

② システムの概 念整理

③ システム の技術的条件

(5)電 波利用 における安全 ・信頼性の向上

ア 電波の不正利用防止 の推進

近年、移動通信用無線局の増加 は著 しく、安価 で入手可能 な ものも多

い うえ、無資格 で操作 できるものや、新設 ・定期検i査の省略等簡易 な免

許手続 によ り利用可能 なもの も増えていることな どか ら、 ここ数年間飛

躍的に普及 してい る。

しか しなが ら、その一方 で、機器 の内部 回路 を改造 した不法無線機器

の使用 な ど、各種 の不 法無線局に よる電波 の不正利用が発 生 し、電波の

利用環境 を保護す るに当た り大 きな障害 となってい る。

(注)周 波 数の 有効 利用 のため に、移 動 通信 の 基地 局 が カバー す るゾー ンの 半径 を

100m程 度 に小 さ くした もの。
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このため、郵政省では、電波の不正利用の未然防止のための措置の円

滑な実施 ・推進 を確保するため、4年 度に 「電波の不正利用防止推進の

ための調査」を以下の内容で実施することとしている。

① 不法無線機器の販売等実態調査

② 国内及び外国におけるデジタル制御無線設備の不正利用の実態調査

イ 不要電波問題

近年、高度情報社会を迎えて無線通信機器 と電子機器が同一環境で使

用される機会が増大し、これらの機器か ら発射される電波により無線通

信機器や電子機器が誤動作する不要電波障害が増大している。

このため、郵政省は、不要電波障害の増大に対応し、電波による各種

機器の誤動作対策の基礎 となる、電磁環境を統計的に把握することを目

的として、3年10月 から 「電磁環境の統計的把握に関する調査研究会」

を開催 し、以下の項 目について検討を進めている。

① 不要電波障害の現状及び問題点の把握

② 電磁環境の統計的把握手法の検討及び把握

③ 妨害排除能力の国際動向把握



'
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音声放送にっいては、2年9月 、18番 組 の導入 を決定 し、3年2月 に

4社12番 組、同年12月 に2社6番 組について認定 を行 った(第2-3-

1表 参照)。

また、 テレビジョン放送につ いては、3年7月 、6番 組の導 入を決定

し、4年2月 に6社6番 組 を認定 した(第2-3-2表 参照)。

第2-3-1表 超短波放送に係る委託放送業務の認定状況

委託の相手方 日本通 信衛 星 株 式会社 宇宙通信株式会社

認定事業者
㈱ ピーシーエム・

ジパ ングコミュ
ニケーションズ

ニッポンミュー

ジックコングレ

ス㈱

㈱ ミュージック
バー ド

㈱サテライ ト

ミュー ジック

㈱ピーシーエム
ジヤパン

ピーシーエム
セン トラル㈱

認定年月 日 平成3年
2月19日

平成3年
2月19日

平成3年
2月19日

平成3年
2月19日

平成3年
12月25日

平成3年
12月25日

番 組 数 3 3 3 3
亀

3 3

業務開始予定 平成4年6月 以降 平成4年8月 以降 平成4年6月以降 平成4年6月 以降 平成4年6月 以降 平成4年6月 以降

第2-3-2表 テ レビジ ョン放送 に係 る委託 放送 業務 の認定状 況

委託の相手方 日 本 通 信 衛 星 株 式 会 社

認定事業者 ㈱ スペ ー ス シ ャワー
㈱ ジヤパ ンス ポー ツ
チ ャン ネル 衛星映画演劇放送㈱

認 定 年 月 日 平成4年2月4日 平成4年2月4日 平成4年2月4日

主な放送内容
ロック系の音楽(国 内

及び海外)

スポーツ(国 内及び海

外)
映画(邦画主体)、演劇

業務開始予定 平成4年5月 平成4年5月 平成4年 秋

委託の相手方 宇 宙 通 信 株 式 会 社

認定事業者 ㈱ 日本 ケー ブ ル
テ レ ビジ ョ ン ㈱ ス ター チ ャ ンネ ル

ミ ュ ー ジ ッ ク ・

テ レ ビ ジ ョ ン㈱

認 定 年 月 日 平成4年2月4日 平成4年2月4日 平成4年2月4日

主な放送内容
CNNを 中心 とす る国

際 ニ ュー ス
映画(洋 画主体)等

ロッ ク、 ポ ップ ス系 音

楽(国 内 及 び海 外)、 音

楽情 報

業務開始予定 平成4年4月 下旬 平成4年 下旬 平成4年7月
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通信 衛星 を利用す る放送は4年4月 か ら順次サー ビスが開始 されてい

る。

(3)ハ イ ビジ ョンの普及促進

ハ イビジョンは放送分 野だけではな く、映画、印刷等の広 範な分野へ

の応用が可能 であ り、21世 紀に向けての高度情報社 会において中核 的な

地位 を占め る映像 メデ ィア として大 きな期待が寄せ られて いる。郵政省

では、ハ イビジョンの普及促 進に向けての施策 として、ハ イビジョン放

送の実施やハ イビジ ョン ・シティ構 想の推進 を行 っている。

ア ハ イビジ ョン試験放送の開始

世界 で初めてのハ イビジ ョン試験放送が3年11月25日 に開始 された。

また、国民がハ イビジョン試験放送 を視聴 で きる機会 を確保す るため、

駅 ・空港等 多 くの人が集 まる公共の場所 等にハ イビジ ョン受像機が設置

されている。

イ ハ イ ビジ ョン ・シテ ィモデル都 市の指定

ハイビ ジョンを都 市の生活 空間 に導入 し、活気 と潤 いにあふれ た先進

都 市 を構築す ることによ り、地域の活性 化 と魅力ある都 市づ くりを目指

すハ イビ ジョン ・シテ ィ構想 につ いては、3年 度新 たにハ イ ビジ ョン ・

シテ ィモデル都 市に京都府 園部町 を追加指定 し、 これで指定地域 は24地

域(24市 、1町)と なった。 この うち19地 域 でハ イビジョンシステムが

運用中である。郵政 省 としては、財政投融資、税制 等の各種 の支援措置

に よ り、関係団体の協力 も得 なが らシステム構 築 を全面的に支援 し、ハ

イビジョン・シティ構想の推進 に取 り組んでい る(第2-3-3図 参照)。

(4)中 波 ステ レオ放送 の開始

我が国におけるラジオ受信機 の保有台数 は約1億6,000万 台(一 人当た

り1.3台)と 言われ、 ラジオ放送 は、最 も国民に親 しまれている放送 メ

デ ィアの一つであるが、近来の国民の放送に対す る高品質化 のニー ズの
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第2-3-3図 ハ イ ビジ ョン ・シテ ィモデル都 市の 指定状況

(4年3　 )〆

○ハ イヒ シ ョン ・シテ ィモテ ル都 市数

24地 域 〔24市1町)

げ

〃

Il路市

譜 ㌘ 話 喜市・
結城市*園部町

下葉 市**伊丹市

*松 辻市

。瀞 無 醗 薪 市*
。佐賀。ゾ 、 ・*儲 市

高松市*堺 市

大分市*

熊本市*

ρげ

(注)*印 は、 ハ イ ビ ジ ョン ・シテ ィモデ ル都 市 で既 にハ イ ビジ ョン を導 入 ・運用 して

い る都 市(19都 市)を 表示 して い る。

高ま りの中で、 中波放送について もステ レオ化す ることによ り、スポー

ツ中継に臨場感 を持 たせ た り、音楽放送に立体感 を持 たせ るな ど、 よ り

高品質な音声放送 を求め る要望 が高まっている。

このため、郵政省は必要 な技術基準について検討 を行 っていたが、4
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年1月 、 中波 ステレオ放 送実施 のため の関係省令 を公布 ・施行 した・ 中

波 ステ レオ放送 によるサー ビスは、4年3月 か ら開始 して いる。

2放 送 ソフ トの充実のための環境整備

(1)「 放送 ソ フ トの充実 に関 する調査研 究会 」の開催

今 日、衛星放 送、都市型CATV、 ハイ ビジ ョン等 の放送 ニュー メディ

アが実用化 され、我が国の放 送は 多メデ ィア ・多チャ ンネルの新 たな発

展段階 を迎 えている。

一 方、既 に一部 にお いて放送 ソフ トの不 足に よる外国映画の放映権料

の高騰 、放送 ソフ トの制作 に携わ る人材の確保 難、 スタジオ等の放送ソ

フ ト制 作施 設不 足な どの問題が発生 してお り、 この まま放 置すれば放送

ソフ トの不足か ら、各種放送 メデ ィアの健全な発達 、普 及が阻害される

恐れが ある。 また、放送後 の放送番組は大部分が消去、散逸 しているの

が現状 であ り、国民的財産 である放送番組 を収集、保 管 し、広 く公開す

る施設 の整備 が望 まれてい る。

このため、郵政省では元年度か ら 「放送番組普及セ ンター施設整備事

業」、4年 度か らは新 たに 「映像 ソフ ト交流促進施 設整備事業」を推進す

る とともに、3年7月 か ら 「放送 ソフ トの充実に関す る調査研 究会」を

開催 し、放送 ソフ ト充実のため の施策 に本格的 に取 り組む こ ととした。

「放送 ソフ トの充実に関す る調査研究会」では、放送 ソフ トの制作分野

及び流通分野が直面 している課題 を解決す るための具体的方策について

多角的に調査研 究 し、21世 紀に向けた放送 ソフ ト充実の ための総合的な

政策の企画、立案、実施に資す るこ とを 目的 として いる。

(2)放 送 ライブラ リーの開設

郵政省 では、3年2月 働放 送番組 セン ター を放送法に基づ く 「放送番

組センター」 と して指定 した。同セ ンター では、 これ を受 け て、10月 よ
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り横浜市のみ な とみ らい21横 浜館に、59名 が視聴 可能 なビデオブー ス及

び230名 収容 可能 な映像 ホー ルを備 えた放送 ライブ ラ リー を開設 して、保

存番組の一般 公開を開始 した。

なお、放送番組普及セ ンター施設整備事業 については、元年 度か ら財

政投融資 に よる支援策が 講 じられてい るほか、指 定法 人放送番 組セ ン

ター に対す る寄 附金の損金算入が認め られている。

(3)映 像ソフ ト交流促進施設整備事業の推進

郵政省では、多様 な放送番組 の効率 的な制作 と、地域文化の保 存 ・継

承 ・交流 ・発展 に寄与す るとともに、地域の情報化 等を推進す るこ とを

目的 として、4年 度 よ り新 たに 「映像 ソフ ト交流促進施設整備事業」 を

推進す るこ ととしている。同事業 では、放送番組の素材 とな りうる各種

映像 ソフ トを組織的 ・体 系的に収集 ・保 管す る とともに、 それ らを情報

検索 システム及び視聴覚設備 等 を通 じて広 く放送番組制作等に利用す る

ための施設(映 像 ソフ ト交流促進施設)を 整備す るものであ り、当該施

設は民活法の 「特定施 設」(テ レコムプラザ)と して同法 に基づ く無利子

融資、財政投融資及 び税制 の特例措置が適用 され る。

(4)放 送番組 国際交流センターの設立.

放送番組の海外への提供 に対す る支援、国際番組 ライブラ リー の構築、

運営並びに内外 の放送関係者の人的交流の促 進等 を行 う機関 として、3

年4月 、働放送番組国際交流セ ンターが設立 された。

3年 度は、教育番組や対 日理解促 進のため の番組 を海外へ提供 するた

め、英語へ の吹 き替 えを約120本 行 うとともに、マ レイシア、中国及び中

南米で放送番組に関す る需要調査等 を行 った。

なお、4年 度予算 において も補助金約1億 円が計上 された。

(5)有 線テ レビジ ョン放 送の放送番組 の充夷施策の推進

郵政省 では、「CATV番 組供給施設」に対す る財政投融資等、従来か
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ら有線テレビジ ョン放送 の放送番組の充実 のための環境整備 を推進 して

きた ところであ るが、4年 度か らは、新 たに有線 テレビジ ョン放送番組

充実事業 を推進するこ ととして いる。

3よ り良い放送環境の確保に向けて

国は、電気通信格差是正事業による日常生活に不可欠な地上系民間テ

レビジョン放送の難視聴や民間中波ラジオ放送の受信障害を解消するた

めの中継施設の整備及び地上系民間テレビジョン放送の電波が届かない

沖縄県先島地区における難視聴 を解消するための海底ケーブル、中継施

設等を整備するための施策を推進 している。

また、都市及びその周辺地区における都市受信障害についてぱ、原因

者負担の原則によりその原因となっている建築物の建築主等による障害

の解消を指導 しており、2年 度において、都市受信対策用のSHFテ レ

ビジョン放送局についてはその原因となっている建築物の建築主等放送

事業者以外の者も免許人 として放送局を開設できるよう法改正を行った

ほか、地方自治体に対 しても、この原則に沿った都市受信障害解消のた

めの条例 ・指導要綱等の制定 を働 きかけ、3年10月 末現在、全国で11都

道府県363市 町村で制定されている。さらに郵政省では、都市受信障害解

消の促進を図るため、昭和63年 度から共同受信施設、傾斜壁面、SHF

テレビジョン放送施設及び電波吸収体により都市受信障害を解消 しよう

とする者に対して、財政投融資による支援を行っている。

しか し、都市受信障害は、都市及びその周辺地区においてますます広

域化するとともに原因者の特定が複雑な複合受信障害の発生 も多くなっ

てきており、放送の受信環境は、さらに悪化することが懸念される。こ

のため、障害発生の事前予測とその防止や障害発生後の迅速な解消方策

の推進 を図 り、都市受信環境の整備を行う必要がある。
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4多 メデ ィア ・多チ ャンネル時代 の放送行政の推進

放送行政 を取 り巻 く環境は、放送技術の進歩 と国民の情報 メディアへ

のニー ズの高度化 ・多様化に伴 い、放送衛星 による放送の本格化 、通信

衛星 を利用す る放送 の多チ ャンネル化 を始め、ハ イビジョン試験放送 の

充実、 コ ミュニテ ィ放送の実用化、 多チャンネルCATVの 普及な ど、

多メディア ・多チ ャンネル化 が急速に進展 してい る。

このよ うな急激な情勢変化 に的確 ・迅速に対応 してい くため、郵政省

は、前述のよ うな放送 ソフ トの振興 、放 送の国際化への対応 など、無線

有線、地上 ・衛星 とい う各種別 の放送系 を横 断的に とらえた総合的な放

送政策 を強力に展開する とともに、各種別 の放送系 ・公共放送 ・民間放

送 のそれぞれに対 して も、その特徴 に応 じ一貫 した行政 を行 うこととし、

放送行政体制の充実 ・強化に努め ている。
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第4節 情報通信に関す る国際政策の充実

1国 際的な調整 と協調 への積極的 な対応

国際機関活動等に対す る我が 国の対応 にっいては、 自由化先進国 とし

て年々 その重要性 が高 まって きているが、1991年 度において も以下のよ

うな国際会議等の場 において、 国際調整 と協調 にかかわ る役 割 を積極的

に担 って いる ところであ る。

(1)GATT及 びOECDの 動向

関税 と貿易 に関す る一般協定(GATT)の ウル グア イ ・ラウン ドに

お いては、世 界貿易 におけるサー ビス部 門の比重の高 ま りを受 け、サー

ビス貿易交渉(GNS)が 新 たに開始 されてお り、サー ビス貿易の一般

的 ルール としての枠組協定 と、各サー ビスごとの特殊性 を反映 した分野

別付属書の作成作業 が行 われている。

通信分野については、電気通信の世 界貿易に 占め る重要性及 びサービ

ス分野 にお いて横 断的 に用 い られ るイ ンフラス トラ クチュア としての性

格か ら、電気通信 の利用 についての特 則 を定め る電気通信付属書案の作

成 が行われてい るところであ り、現在 の案 にお いては、公衆電気通信伝

送網及びサー ビスの利用等 を確保 す るための規定が盛 り込 まれ、検討さ

れている。

これ は、21世 紀に向けての電気通信 の重要 性につ いて、各国が共通の

認識 を もってい ることを示す ものであ り、今後の交渉結 果が注 目される

ところである。

一方、経済協力開発機構(OECD)に おいては、情 報 ・コンピュー

タ・通信 政策委員会(ICCP)を 中心 に、通信分野 を取 り扱 っている。

現在、ICCPで は・国際計算料金、情報 システムのセキュ リティ、個
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人デー タ保護の各分 野でのガ イ ドラインの作 成作業等 を進 めてい る。 ま

た、通信分野 におけ る独立国家共 同体(CIS)や 東欧諸 国への支援 の

問題 も取 り上げ られているところである。

(2)lTUの 動 向

アITUの 組織改正 の動 向

国際電気通信連合(ITU)で は、電気通信 を取 り巻 く環境 の急速な

変化 に適切に対処す るため、1989年 以降、組織等の見直 しを検討 してい

る。1991年5月 に開催 された第46回 管理理事 会では、その検討結果が報

告 ・審議 され、1992年4月 までにITU憲 章及 び条約の起草案(お おむ

ね以下の方向 となる予定 である。)が取 りまとめ られた上、1992年 に追加

開催 され る全権委員会議 に提出 されるこ ととなってお り、国際電気通信

の健全な発展の ために不可欠な改正 として注 目され る。

①ITU活 動 を標準化、無線通信、開発(技 術協力)の3部 門に整理 ・

統合す る。

② 現在、常勤委員 で構成 されている国際周波数登録委 員会(IFRB)

を、非常勤委員に よる無線規 則ボー ドに改組す る。

③ITU活 動に参加 できる企業等の資格 を、ユーザ、金融機 関等、電

気通信 に関心 をもつすべての団体 ・企業等 に拡大す る。

イWARC-92の 動 向

ITUの 主要機関の一 つであ り、無線通信 に関す る諸 問題の討議 ・議

決機関 である世 界無線通信主管庁会議(WARC)が 、1992年2月 よ り

約1か 月間スペ インにおいて開催 された。

同会議においては、音声衛星放送、広帯域HDTV衛 星放送、移動衛

星業務、将来の公衆陸上移動通信 システム(FPLMTS)等 に対す る

周波数の分配 問題等が審議 ・決定 されてお り、今 後の無線通信 におけ る

各種新サー ビスが、国際的な広が りに より提供 されるための基本的な決
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定 として、各種新サー ビスの導入 ・展 開が今後期 待 され る。

(3)UPUの 動 向

万 国郵便連合(UPU)で は、郵便事業 を取 り巻 く厳 しい環境変化に、

柔軟かつ迅速に対 応 し、国際間の新 たなサー ビスの機動的 な展開 ・実施

を目指 した万国郵便条約の簡素化 を検討 してお り、1992年5月 に開催予

定の執行理事会において中間報告が行 われ、1994年 に韓 国の ソウルで開

催 され る大会議において、 改正案が審議 され る予定 となっている。

また、これ と並行 し、UPU自 体の組織 、機能 につ いて も、執行理事

会の作業部会 にお いて見直 しが検討 されてい る。

(4)イ ンテルサ ッ ト及びインマルサ ッ トの動 向

国際電気通信衛星機構(イ ンテルサ ッ ト)に おいては、 旧ソ連及び東

欧諸国のインテルサ ッ トへの加盟促進 と、急速に変化 してい る電気通信

環境への対応が大 きな課題 となっている。

1991年4月 には、我が 国では初め ての開催 とな る、署名 当事者総会第
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21回 会合 が神戸において開催 され、旧ソ連及び東欧諸国の加盟状況(ル ー

マニアが加盟済み、その後、 旧ソ連が加盟)が 報告 されたほか、インテ

ルサ ッ トを取 り巻 く環境の変化 に対応 して 大容量の インテルサ ッ トVIl

号衛星を調達 した等の報告がな された。

一方
、国際海事衛星機構(イ ンマルサ ッ ト)に おいては、1991年9月

に、世 界中どこか らで も使用 で きるポケ ッ トサ イズの衛星電話 サー ビス

を今世紀末 までに導入す る とい う、「プ ロジェ ク ト21」とい う事業計画 を

発表 した。

インマルサ ッ トのサー ビス領域は、従来、船舶 の利用 が主流であった

が、1989・年に発効 した改正 条約 によ り航 空機における利用が可能 となっ

てお り、 さらに、同年の条約改正によ り、陸上 におけ る使用が見込 まれ

る状況 となっている。「プロジェク ト21」は この動 きにつなが る ものであ

り、 インマルサ ッ トのサー ビス領域 を、移動通信全体 に本格 的に拡大す

るものである。

また、1992年2月1日 に全世 界で導入 され た 「海上 におけ る遭難及び

安全の世界的な制度(GMDSS)」 は、従来の モールス通信 が主体の シ

ステムを、 インマルサ ッ トシステム等を利用す るこ とで高度化す る もの

であ り、ほ とん どの海域 において、確実 にかつ簡単 な操作 で陸上 の捜索

救助機関に連絡 できる手段 として、世界各国の船舶 にお いて幅広 く力 を

発揮す るもの と期待 されている。我が国の船舶 としては、1992年2月 に

竣工 したKDDの 海底 ケーブル敷設船 が、GMDSS導 入船舶 第1号 と

なってい る。

なお、1992年 にはデ ジタル化に対応 した大容量の第2世 代衛星が、全

海域において運用 を開始す る予定 であ り、1994年 前後には、直径60cm程

度 の小型ア ンテナで も受信可能な インマ ルサ ッ トM型 の導入 も予想 され

るこ とか ら、船舶におけ るインマルサ ッ トシステムの利用 が、更に促 進
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され るもの と期待 されてい る。

(5)=国 間定期協議の推進

情報通信 の社会的重要性 の増大及 び社会 ・経済の国際化 の進展 という

変化の中で、従来 の国際機 関におけ る多国間調整の場だけでは十分 な成

果が望め ない問題や、二国間特有 の課題が生起 して きたことに伴い、相

互理解 の促進の ために、対 象国 との間で定期的 に協議す る場 を設け る必

要性が高 まっている。

郵政省 においては、1982年6月 に開催 され た第1回 日英定期協議以降、

各 国 との定期協議 を開催 してお り、双方 国における情報通信政策の現状

につ いて正確 な情報の共有化 を図 るとともに、今後 の政策課題等にっい

て意見交換 を行 うな ど、相 互理解 の促進 に努め ている。

なお、1991年 度 においては、フランス(4月)、 オー ス トラ リア(5月)、

ドイツ(6月)と 新 たに定期協 議 を開始 してお り、1991年 度末現在の定

期協議対象国数 は7か 国1機 関(EC)と なっている(第2-4-'1表

第2-4-1表 二国 間定 期協 議の 開催 状況

(1991年 度 末現 在)

相手国等の名称 設置合意 相 手 側 参 加 者 開催回数

1 英国 1981.9 貿易産業省(DTD

電気通信庁(OFTEL)
8回

2 米国 1982.10 電気通信情報庁(NTIA)

連邦通信委員会(FCC)
4回

3 カナ ダ 1984.10 通信省(DOC) 6回

4 EC 1986.5 EC委 員会
EC加 盟国政府 4回

5 韓国 1988.1 逓信部(MOC) 3回

6 フ ラ ン ス 1990.11 郵電 ・字宙省(MPT) 1回

7 オー ス トラ リア 1991.4 運輸 ・通信省(DTC) 1回

8 ドイ ツ 1991.6 郵電省(DBP) 1回

郵政省資料 により作成
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参照)。

2国 際協力の推 進

通信基盤の整備は、あ らゆ る国において、情報の迅速、 的確かつ 自由

な流通 を可能 とし、社会 ・経済活動の発展や効率化 を促進 す るとともに、

国民生活向上 のための基盤的役割 を果 たす ものである。 しか しなが ら、

開発途上国等 においては、技術力や経済力が不足 してい るため十分 な整

備 を行 えない国が 多い。このため、専 門家の派遣等 の技術協 力や資金協

力において、先 進国 とりわけ我が国の協 力を期待する声 も高 まってい る。

(1)ODAに おけ る実績

政府、開発援助(ODA)の 拡充 は、我が国の国際貢献策の重要 な柱 と

なっている。通信分野 におけ る1990年 度の実績 をみ ると、無償 資金協力

全体の11.0%、 円借款全体の10.1%、 技術協力(派 遣 ・受入人数)全 体

第2-4-2表 通信分野におけるODA実 績

(単位:億 円)

年度
無 償

資金援助1
円 借 款

技 術 協 力(単 位:人)

研修員受入 専門家派遣 協 力隊派遣

1986
127.47
(12.2)

395.52
(9.5>

553
(9.2)

91
(4.6)

30
(3.6)

1987
76.63
(7.2)

742.50
(10.6)

523
(8.0)

100
(4,4>

32
(3.8)

1988
58.51
(6.0)

539.52
(5.1)

537
(7.9)

109
(4.5)

23
(2.9)

1989
134.47
(12.7)

704.69
(7.2)

567
(7.4)

115
(4.6)

37
(4.2)

1990
103.71
(11.0)

1,009.96

(10.1)
509

(6.7)

118

(4.7)
26

(3.7)

「我 が 国 の政 府 開発 援 助 」(外 務 省)に よる

(注)()内 は 、一 般 無償 全 体(債 務救 済 、 ノン ・プ ロ ジ ェ ク ト援 助、 小 規模 無 償 を除

く。)又 は 円 借款 全体(債 務 繰 延 べ を除 く。)に 占め る通 信分 野 の比 率(単 位:%)

を示 し、 技術 協 力 は、 全体 に 占め る通 信分 野 の 比率(単 位:%)を 示 す。



一192一 第2章 情報通信政策の動向

の6.0%を 占め るに至 って いる(第2-4-2表 参 照)。

(2)ア ジア ・太平洋地壊 におけ る国際協力

アAPTへ の対応

アジア ・太平洋電気通信 共同体(APT)は 、ア ジア ・太平洋地域に

おける電気通信の開発促 進及び地域電気通信網の整備 ・拡 充 を主 目的 と

して、 アジア ・太平洋電気通信共 同体憲章に基づ き1979年 に設立 された

政府間 国際機関であ り、我が 国は創設以来、事務局 等へ の専門家 の派遣

や研修員の受入れ等の対応 を行 ってい る。

1991年11月 には臨時総会 がス リ ・ランカにおいて開催 され、APT活

動の活発化及 び財政の強化 を図 るため、従来 「コモンキャ リア 」に限ら

れていた賛助加盟員資格 を 「電 気通信業務 を提供す るもの」 まで拡大す

ることを内容 とす る憲章 の改正 が採択 され た。 この改正が発効 すれば、

我が国か らは、従 来参加 していたNTT及 びKDDに 加 え、すべ ての第

一種 及び第二種電気通信事業者 がAPT活 動 に参加で きるこ ととなる
。

また、並行 して行 われた第15回 管理委員会 では、APTに よる技術協

力を一層推進す るため、参加各 国へ の特別拠出の要請決議 が採択 された。

我が国は この要請 に応 え、郵政省ODA予 算 よ り約1億 円(80万 米 ドル)

を拠出す る方針 である。APTは この資金で 「日本基金」 を創 設 し、①

電気通信 セ ミナーの開催 、②開発途上国へ の専 門家の派遣、③ 開発途上

国か らの研修員 の受入れ等に役立 てること としてい る。

イAPECへ の対応

アジア ・太平洋経済協 力(APEC)閣 僚会議 は、 アジア ・太平洋地

域 におけ る経済面 での協 議 と協 力の在 り方についての討議 の場 として、

1989年 以来開催 されてい るものであ り、1990年5月 の高 級事務 レベル会

合 にお いては、電気通信が ワー クプロジェク トの一つ として採択 されて

いる。
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我が国はニュー ・ジー ラン ドとともに、同年7月 に具体的協力プロジェ

クトの一つ として取 り上げ られた 「域内ネ ッ トワー クの構築 と協 力(テ

レポー ト(注)及びEDI)」 の取 りまとめ国 となってお り、1991年5月 には

第3回 電気通信専 門家会合 を東京で開催 し、具体 的協 力プ ロジェク トの

今後の方針等につ いて討議 を行 った。各国のテレポー トへの関心 は深 く、

引 き続 き開催 された 「APECテ レポー トセ ミナー」 において も、 テレ

ポー トの社会経 済開発に果たす役割等について活発 な議論が行 われ た。

ウlSDNの 国際普及に関 する対応

アジア諸国におけ るISDNへ の関心は顕著 な高 ま りをみせ てお り、

産 ・学 ・官の各機関に よる共 同研 究 を通 じて、極東 アジア及びASEA

N諸 国におけるISDN早 期実現の支援 を目的 とした 「ISDN国 際共

同研究会」が、我が国の提唱に よ り1988年4月 に設立 されている。

1991年 度にお いては、5月 に東京会合が、11月 にはマ レー シアにおい

て臨時管理委員会及び第8回 ワー キング ・グループ会合が開催 されてお

り、我が国か らは郵政省 をは じめ、NTT、KDD、 メー カー、学識経

験者等が参加 し、ISDN技 術に関す るガイ ドブ ックの作成や、ISD

Nア プ リケーシ ョンモデルの作成等につ いて検 討が進め られている。

エAPPUへ の対応

アジア ・太平洋郵便連合(APPU)は 、万国郵便連合(UPU)の

地域的限定連合 として1962年 に設立 され たものであ り、我が国は1968年

の加盟以来積極 的 な対応を行 ってお り、 アジア ・太平洋地域 の郵便職員

の訓練 を行 うアジア ・太平洋郵便研修 センター(APPTC)に 対 して

も、郵便に関す る専門的知識 を有す る職員 をコンサル タン トとして派遣

(注)TelecommunicationとPortと の造 語。地 域 開発計画 に よ り、都 市 又は港湾

に、 高度 な機能 を有 す る インテ リジェ ン トビルや衛 星 通信 地球 局 等 を集 中的 に

整備 す る施 設 を指す 。
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す るなどの支援 を行 ってい る。

1991年11月 には執行理事会がブルネ イにおいて開催 され、APPUの

財政について審議が行 われ たほか、1990年11月 の第6回 大会議において

採択 された5年 間の重要 な活動計画(ロ トルア ・ア クシ ョン ・プ ラン)

の進 ちょ く状況や、ア ジア ・太平洋地域 におけ る郵便に関す る技術協力

の在 り方等 にっ いて も審議が行 われた。

(3)旧 ソ連 ・東欧諸国に対 する国際協力

近年 の旧ソ連及び東欧諸国の急激 な変革に よ り、通信分 野における従

来の国際的枠組み も変容 を迫 られてお り、西側諸 国の国際 電気通信衛星

機構(イ ンテルサ ッ ト)へ の旧 ソ連及 び東欧諸国の加盟 が認め られ る一

方、旧ソ連及び東欧諸国の通信衛星(イ ンター スプー トニ ク衛 星)の 西

側諸 国による利用が増加 す る等 の状況にある。 また、 旧ソ連及び東欧諸

国におけ る通信基盤整備 の遅れが明 らか とな り、 これ らの諸国に対す る

各種支援が国際的に も論議 され ている。

郵政省にお いては、 これ ら諸 国に対 する取組が、我が国の国際貢献の

枠組みの中で大 きな意味を もつ とい う認識の下 に、協力 ・支援体制 を整

備 し、研修員 の受入れ、 セ ミナーの開催等、各種 施策 を実施 している。

特 に、1991年5月 には、東欧6か 国の電気通信主管庁 及び電気通信事

業体 の幹部 を東京に招へ い し、「東欧通信政策セ ミナー」を開催 した。こ

のセ ミナー においては、我が国の電気通信の民営化 、競 争導入に関す る

ノウノ〉ウの紹介等 を行 った。

また、1991年10月 に、 旧ソ連 に対 して初 めて通信 ・放送現状 調査団 を

派遣 したほか、1992年5月 には、CIS各 共和 国の電気通信主 管庁及び

電気通信事業体 の幹部 を東京に招へ い し、「CIS電 気通信 セ ミナー」を

開催す る予定である等、 旧ソ連 ・東欧諸国の歴史的な動 きに対 して積極

的な対応 を行 っている(第2-4-3表 参照)。
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冒

第2-4-3表 旧 ソ連 ・東 欧諸国 関係施 策

年 旧 ソ 連 関 係 東欧諸国関係

1990 1月

3月

12月

「東 欧 問題 連 絡会 」 設 置

・現 地 調査 団 派遣

(ポ ー ラ ン ド、ハ ンガ リー 、

ユ ー ゴス ラ ビア)

「東 欧 対策 協議 会 」 に改 組

1991 10月

11月

11月

「対 ソ支援連絡会」設置

「通信 ・放送現状調査団」派遣

「地域開発会議(ITU)」 参加

1月

2月

3月

5月

7月

12月

「東欧通信 ・放送事業調査協議会」

発足

「東欧セ ミナー実施協議会」発足

「第1回 事業化現地調査団」派遣

(ハンガ リー、ユーゴスラビア)

「東欧通信政策セ ミナー」開催

「第2回 事業化現地調査 団」派遣

(プルガIJア 、ルーマニア)

・ブルガリアからの研修貝受入れ

1992 2月

5月

8月

「CIS電気通信協議会」設置

「CISセ ミナー」開催予定

rCIS調 査団」派遣予定

郵政省資料によ り作成

(4)第2回 郵便事業調 査研究国際 コースの実施

郵便事業 におけ る開発途上国の最優先の課題 は 「人材育成」 であ り、

我が国に対す る期待 も大 きな ものがある。

郵政省においてはこの期待に応 え、1990年 度 よ り 「郵便事業調査研 究

国際 コース」 を開設 し、将来有望 な若手郵便関係職員 を受け入れてい る

ところで ある。1991年 度においては11か 国11名 の職 員を受け入れ、前年

度参加者の感 想 ・要望 も含めて内容 を充実 し、研修 を実施 した ところで

あ り、1992年 度以降 において も更 に充実 した研修 を行 うこ とで、関係各

国の業務改善に資す るこ ととしている。
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第5節 技術開発 ・標準化の一層の推進

1次 世代 を支える技術開発の促進

(1)21世 紀を展望 した情報通信技術開発の推進

郵政省は、3年6月 、電気通信技術審議会か ら 「21世紀を展望 した情

報通信技術開発に関する基本方策について」(2年3月 諮問)に対する答

申を得た。同答申は、21世 紀初頭における高度情報社会の実現のため、

21世紀の情報通信の果たす役割、情報通信の高度化 イメージ、情報通信

技術の開発課題、開発シナ リオを明らかにし、今後の情報通信技術開発

の基本方策について取 りまとめたものである。

同答申によると、21世 紀に向けて情報通信は、豊かでゆとりあるライ

フスタイルの実現、快適で安心できる社会の実現等の社会的な目標に対

し、大きく貢献するものと期待され、21世紀には自動翻訳等の知的機能、

多彩なマルチメディア機能、人間の視聴覚機構 との整合性の高いインタ

フェース機能等を併せ持った総合知的通信網(UICN)へ と発展する

と予測 している。

このために必要 となる技術開発は広範、 多岐にわたっているが、基礎

研究の充実はもちろん、基礎研究から応用への橋渡 しを行 う研究開発(先

導的研究開発)の 強力な推進、研究開発に不可欠な大型の施設 ・設備の

支援及び国際貢献並びに国際協力の観点か ら国際共同研究開発等の積極

的な推進が必要であるとしている。このため国は、民間の研究開発能力

をも十分に活用 した、産 ・学 ・官連携の下、継続的に一体 として研究開

発が行われるような研究開発体制を整備すべ きであるとしている。

郵政省 としては・21世 紀の情報通信の発展のために同答申の趣旨を最

大限に活用し、必要な措置を図ってい くことを考えてい る。
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(2)電 気通 信分野における研 究開発体制の整備

「21世紀 を展望 した情報通信 技術開発に関する基本方策 について」 に

対す る答申に も指摘 され てい るとお り、21世 紀の高度情報社会 を実現す

るためには、技術先導性 の高 い電気通信分野における研 究開発の積極的

な推進が不可 欠であるが、この研究開発の 中には、緊急 な取組が必要で

あ るにもかか わ らず、高 リス ク・高負担で長期間 を要す ることな どか ら、

民間では技術 開発 インセンテ ィブが働 きに くい分 野が あ り、 このような

分野については国が基礎研 究か ら応用へ の橋渡 しを行 う先導的研究開発

を積極的に推進す ることが必要 であ る。

このため、通信 ・放送衛星機 構において、産 ・学 ・官の技術 力、人材

を結集 し、かつ研究開発 におけ る民間の インセ ンテ ィブ を働かせ、総合

的、計画的かつ効率 的に研究開発 を推進す ることとなった。

4年 度か らは、ホ ログラフィ技術 を用 いた高度 な三次元立体動画像 の

通信 を可能 とす る 「高度三次元画像情報の通信技術に関す る研究開発」

を開始す る。

また、高度 な電気通信技術の研究開発に不可欠な大型施 設であって、

民間のみでは整備困難な施設 を整備 し、広 く電気通信技術 に関す る研究

開発 を行 う者の共同の利用に供 す る事業に対 して、4年 度 より同機構か

ら出資 を行 うこ ととしている。

さらに、近年の研 究開発 においては、 国際的な研究情報の交換等 を抜

きに しては考 えられな くなって いるこ と、我が国の国際貢献及び国際協

力に対する期待 が高 まっていること等か ら、同機構は外国人研究者 を招

へ いし、我が国の研 究者 との研 究交流 を実施 す るこ ととなった。

(3)電 気通信 フロンテ ィア研究開発 の推進

郵政省では、21世 紀におけ る多様なニー ズに対 応 し得 る高度 な情報通

信サー ビスを提供す るため、郵政省通信総合研究所 を中心に産 ・学 ・官
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の連携 によ り、昭和63年 度か ら 「電気通信 フ ロンティア研究開発 」 とし

て、従来の電気通信の分 野に とらわれ ない幅広 い分 野にわたる基礎 的 ・

先端的研究開発 を推進 している。

3年 度には、生体機能 に関す る研究開発(生 体 を利用 した素子 の開発

や生体機能に学んだ情報通信系構築)を 開始 し、昭和63年 度 と元年度に

開始 した6研 究開発課題 と合 わせ て、 「超高速通信 技術 」、「バイオ・知的

通信技術」及び 「高機能 ネ ッ トワー ク技術 」の3分 野7研 究開発課題に

取 り組んでい る。 これ らの課題 は4年 度にお いて も継続 してい くことと

している。

また、2年 度 か ら開始 した基礎的 ・先端的研究開発の補 完、充実等を

目的 とした 「電気通信 フロンテ ィア研究公募」を引 き続 き実施 してお り、

3年 度 には3件 の新規研究 テーマ枠 に対 して48件 の応募が あ り、3年 度

においては、前年 度に研 究開発 を開始 した もの と合 わせて6件 の研究開

発課題 に取 り組んでい る。 さらに、元年度か ら毎年 開催 してい る 「電気

通信 フ ロンティア研 究国際フォー ラム」 を情報系の研 究分 野 をテーマ と

し3年11月 に開催 す る とともに、外 国人研究者 を通信総合研 究所へ招へ

いす るな ど、引 き続 き国際共 同研究 を推進 して いる。

一方、3年8月 には、情報通信 に関す る基礎 的 ・先端 的研 究の拠点で

ある郵 政省通信総合研究所関西 支所 に新研究棟 が完成 し、組織 も3分 野

8研 究室体制へ と整備 され、電 気通信 フロンテ ィア研 究開発 の各分野の

研究課題 を中心に活発 な研究活動 が進め られ ている。

(4)広 帯域lSDN構 築の推進

高速 ・大容 量デー タ通信、映像通信 、マルチ メディア通信等、高度化 ・

多様化 する情報通信 ニー ズに的確 に対応 で きる次世 代の電気通信網 とし

て広帯域ISDNの 早期構築が期待 されている。

郵政 省では、広帯域ISDNに 関す る内外の動 きを体 系的に把握 し、
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今後の開発及 び導入の促進 に関 し検討 を行 うため、「広帯域ISDNに 関

す る調査研究会」 を2年10月 か ら開催 し、4年4月 に報告書 を取 りまと

めた。'

この報告書 による と、広帯域ISDNの 技術 開発推進のための課題 と

しては 「実 用化 に向けた要素技術開発、機器や システムの互換1生、低 コ

ス ト化等の一層の推進」、「端末 を含 めた広帯域性、マルチ メデ ィア性の

特長 を生かすアプ リケー ションの開発」等が、 また、導入 を促進す るた

めの課題 としては 「具体 的な利用 イメー ジ、 メ リッ ト等につ いての積極

的な周知啓蒙」、「ユーザ ニー ズにマ ッチ したアプ リケー ションの提供」

等が挙げ られている。

(5)地 球環境問題 に対 す る取組

オゾン層破壊や地球温暖化 をは じめ とした地球環境 問題への対応 が、

世界的に喫緊で重要 な課題 となっている。

この ため、郵政省では、2年 度か ら本格 的に、電波及び光の利用技術

並びに情報通信ネ ッ トワー クの観点か ら、地球環境問題に取 り組んでお

り、特に、短波長 ミリ波帯の電磁波 を用いてオゾン層や大気 中の微 量ガ

ス成分 を高精度に計測す る技術 の研究開発 を推進 してい る。3年 度 か ら

は、宇宙開発事 業団 と協力 して、熱帯降雨観測衛星(TRMM)搭 載用

降雨 レー ダの予備 設計及 び試作 試験 に着手するほか、対流圏の水蒸気 と

炭酸ガスの グローバルモニ タ リングに適 した光領域ア クティブセ ンサや

地球環境計測 ・情報 ネ ッ トワー クに関す る研 究開発等 を推進 してい る。

また、3年11月 か ら 「中層大気におけ る地球環境のための高度電磁波

利用技術 に関す る調査研究会」 を開催 し、 オゾン層破壊や地球温暖化に

密接にかか わ りのあ る中層大気(高 度約10～100km)の 観 測技術等の調査

研究 を進め ている(第2-5-1図 参照)。

さらに、3年10月 の 日米科学技術協 力協定合同委員会において、「地球
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環境 のための高度電磁 波利用技術 に関す る国際共 同研究」 を、新 たな地

球環境 問題の研究開発テーマ とす ることが合 意 されてお り、4年 度か ら

具体的 な研究協力 を推進 してい くこととしてい る。

第2-5-1図 中層大 気 と観測 技術
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2重 要性を増す標準化の推進

(1)電 気通信の標準化推進に対する取組

電気通信の高度化 ・多様化が進展 しているが、不特定多数のユーザ間

で任意で円滑な通信を行うためには、端末及びシステム相互間の通信方

式等において標準化が不可欠である。

複雑化、高度化する電気通信分野の状況を反映して、増大する標準化

作業に対する効率的な体制、時宜 を得た迅速な標準制定、標準化の目標

を示すガイドラインの明示等が必要である。

このような状況を踏 まえ3年3月 に電気通信技術審議会で取 りまとめ

られた 「高度情報社会 を展望 した電気通信の標準化に関する基本方策に

ついて」の一部答申に従い、以下のような標準化推進に対する取組を行っ

ている。

① 国内の民間標準化機関であるTTC(㈹ 電信電話技術委員会)、RC

R(勧 電波システム開発センター)、BTA(放 送技術開発協議会)等

により構成される電気通信標準化関係機関連絡会の開催

② 電気通信技術審議会を中心とした国際標準化機関の地域間電気通信

標準化会議を通じた国際標準化活動への寄与

③ 相互接続試験を実施 しているHATS推 進会議(高 度通信システム

相互接続推進会議)の 試験対象の拡大 と普及活動の強化

④ 重要度、適切な標準制定 ・改定時期、標準化に当たっての留意点等

を取 りまとめた総合的な標準化ガイ ドラインに沿った国内標準化機関

の標準化計画の作成

⑤OSI(開 放型システム間相互接続)対 応装置等の国際標準に準拠

する端末及びシステムに対する各種支援施策の推進

(2)通 信のパーソナル化に向けた標準化

近年、社会環境や生活様式の変化等に伴い、個人の価値観が多様化 し
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て きてお り、電気通信サー ビスにつ いて も、利用者 は、従来の画一的な

サー ビスではな く、個 人の ライフスタイルや しこうに合 ったサー ビスを

求め るよ うになってい る。 このよ うな通信のパー ソナル化 を求め る動 き

に対応す るため、郵 政省では、3年1月 か ら 「通信 のパー ソナル化 に関

す る調査研究会」 を開催 し、通信 のパー ソナル化 に対す るニー ズ、技術

の動 向、標準化 の現状、課題等の検討 を進めてお り、 同調査研究会は3

年8月 に報告 を行 った。

この報告 による と、通信 のパー ソナル化 のためには、個 人 を指定す る

ための個 人通信番号の在 り方に関す る検討 が必要 であ り、技術面では高

度 な機能 を誰 で も簡単に使 えるための ヒューマ ンイン タフェー ス技術、

相手 を確 実 に指 定す るため の認証技術、 高度 な機能 を実 現す るネ ット

ワー ク技術が特 に重要 である としてい る。同時に、通信 のパー ソナル化

を進め るためには、 ネ ッ トワー ク、ネ ッ トワー ク間の インタフェー ス、

ネ ッ トワー クと端 末 とのインタフェー ス、 さらに、様 々な端末 の操作方

法の統一 など、標準化 が必要不可欠 であ るとしてい る。

一 方、電気通信分 野の国際 的な標準化 を行 ってい る国際電気通信連合

(ITU)の 国際電信電話諮問委員会(CCITT)に おいて も、この分

野 の重要性か ら2年7月 か ら 「UPT(ユ ニバーサルパー ソナル通信)」

として標準化活動が開始 されてお り、サー ビスの定義 、番号計画、 ネッ

トワー クの持つべ き機能、交換 ・信号方式等の標準化が進め られている。

郵政省 では、従来、それぞれの分 野か らこれ らの活動に積 極的に寄与

して きているが、「通信のパー ソナル化に関す る調査研究会 」の報告 の内

容 を踏 まえつつ、CCITTへ の積極的 な寄与 を行 うために、3年9月

に電気通信技術 審議会の下に、ネ ッ トワー ク機 能、サー ビス定義、番号

計画等の総合 的 な検討 を行 う場 としてUPT分 科会 を設置 し、UPTに

関す る総合的 な検討 を進め ている。



第5節 技術開発・標準化の一層の推進 一203-

(3)21世 紀 を展望 したデジタル映像技術 における標準化

映像 メデ ィアは、テ レビジ ョン放送、 テレビ電話 ・会議 、ファクシ ミ

リ、VTR、 映画、印刷等広 い分 野にわたってい る。今後、映像 メデ ィ

アに対するニー ズは飛躍的に高 まってい くもの と予想 され、 メディア融

合化の時代 を迎 えて、 これ らの メデ ィア間 におけ るソフ トの相互利用が

求め られてい る(第2-5-2図 参照)。

しか しなが ら、従来の メデ ィアは個別 に システムの開発及び標準化が

進め られて きたため、メデ ィア相互 間の ソフ ト変換に高い コス トを要 し、

第2-5-2図 統合 映像 符号 化技術 によ るメデ ィァの融合 化
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ソフ トの共用化等が容易 でないのが実 晴である。今後、大容量光 フ ァイ

バ伝 送路等 を利用 した、よ り高画質な映像 メディアの時代においては・

これ らの問題の抜本的な解決が求め られてい る。

近年 の映像分野におけるデジタル化 の進展並 びに印刷、映画等の電子

化への流れにあって、将来 の映像 メデ ィアにおいては、 これ らのデ ジタ

ル符号化 に際 して、それぞれの映像の構 成要素 とな る画素数、 アスペク

ト比、画面周期、帯域圧縮方法等 に関す る規格 の適切 な統合化 を行 うこ

とによ り、各種映像 メデ ィア間のソフ トの相互変換 を容 易に行 えるよう

になることが期待 され る。

以上の こ とか ら、将来の映像 技術 の発展方向 を展望 す る とともに、今

後 の映像 符号化 技術 に関す る各種 規格 の統合化 の在 り方及び統合化 を実

現す るための方策等 について、郵 政省 は、3年10月 に電気通信技術審議

会 に諮問 した。一部答 申の予定時期は4年 末頃 とし、答 申後 は、高度映

像技術に係 る技術 開発政策及び標準化政策 の推 進に資す るこ ととしてい

る。

(4)相 互接続性確保 のためのHATS推 進会議の推進

高度化 ・多様 化す るISDNサ ー ビスやOSI概 念の導入、マルチベ

ンダ化の進展等に よ り、標準 に基づ いて開発 され たシステムの相互接続

性 ・相互運用性 を確 認す る必要が高 ま り、 これに対処 す るため関係機関

の 参 加 に よ り 「HATS(HarmonizationofAdvanced

TelecommunicationSystems:高 度通信 システム相 互接 続)推 進会議」

が開催 されてい る。

これまでのG4フ ァクシ ミリ、電話 ・ター ミナルア ダプ タ、 メッセー

ジ通信 システム(MHS)、 構 内交換機(PBX)、 アナ ログ電話 に加 え、

LAN(ロ ー カルエ リアネ ッ トワー ク)間 接続、デ ジタルテ レビ電話 ・

会議装置について も相互接 続試験が進め られ、基本的な相互接続性が確
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認されている。今後 は、 コンピュー タター ミナル等 について も相互接続

試験が行 われ ることとなってい る。

さらに、 これ らの活動 に関す る周知 ・啓発 を行 うため、普及体制の 強

化が行 われている。
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第6節 郵便事 業 ・郵便局 ネ ッ トワー クの新 た な展 開

121世 紀 に向けた郵便事業運営基盤 の整備 ・充実

(1)郵 便物の増加への対応

大都 市及びその周辺の発展地域に所在 す る郵便局 を中心 として、郵便

物が著 し く増加 してい る。 また、消費者行動 の変化、情報化 の進展等に

伴い、個別化、 多様化 した郵便物の大量差出 しや郵便物 の大型化が進ん

でいる。

このため、郵便物 の増加 ・大型化に伴 い必要 となる要員 の確保 を図る

ほか、郵便 ネ ッ トワー クの拠点 となる郵便局や大都市 ・その近郊発展地

に所在す る郵便局 を中心に郵便局舎施 設の整備 ・充実 を図 ることとして

いる。特 に首都 圏についてはその傾 向が顕著 なことか ら、3年7月 に「首

都 圏郵 便事業運営基盤整備連絡協議会 」 を設 け、首都 圏対策に取 り組ん

でいる。 また、安定 した業務運行 の確保 を図るため、大量 に出 される郵

便物 を専 門に取 り扱 う郵便局の充実等効率化 ・平準化施策の積極 的な推

進 を図 るほか、郵便事 業の一 層の機械化、新 たな情報 システム化 として

の大 口引受情報 システム ・郵便事 業管理 システムの開発及び情報化マス

タープ ランの策定等、情報ネ ッ トワー クの充実 ・強化に取 り組 んでいく

方針であ る。

さらに、郵便局 におけ る郵便物処理作業の一層の効率 化に資す るため、

メー リン グ ・サー ビス業者 の郵便物 作成設 備 に係 る税制 支援 の措 置を

行 ったほか、 メー リング ・サー ビス業者の差 出協力に対 し、協 力金 を支

払 うこ ととしてい る。

(2)第 三種郵便物の制度 の円滑 な運営のための措置

第三種郵便物 の制度 は、郵 便利用者全体の 負担の下に、 国民文化の普
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及向上に貢献 す ると認め られ る定期刊行物 につ いて他 の郵便物 の料金 よ

り低廉 な料金で取 り扱 うものであ るこ とか ら、認可後の定期刊行物の適

格性につ いて的確 に把握 してお く必要があ る。 この ため、4年 度にお い

て、第三種郵便物の認可 を した定期刊行物について、その条件 を具備 し

ているか どうかの監査 を定期に行 うとともに、第三種郵便物の認可 ・監

査に必要 な調査 を郵政大 臣の指定 する者(指 定調査機 関)に 行わせ るこ

とによ り、本制度の円滑 な運営 を図るこ ととしている。

(3)郵 便局の土地の高度利用

郵政省 では、近年、特 に大都市地域 におけ る国公有地の有効活用が強

く求め られていることを踏 まえ、市街地の中心にあ りなが ら、 その作業

の特性か ら比較的低 層利用 に とどまっている郵便局 の土地 の有効利用 に

ついて検討 を重ねて きた。

3年5月 に 「郵便局の用に供す る土地 の高度利用 のための簡易保険福

祉事業団の業務 の特例 等に関す る法律 」が公布 ・施行 され たことか ら、

この法律 に基づ き郵便局の土地 を高度利用 し、地域社会 の健全な発展 に

寄与す るとともに、経営資源 の有効活用 を図 り、郵政事業の経営基盤の

強化に資す るため、 その具体的 な施策の第一号 として、浅草郵便局 と簡

易保険福祉事業 団の事業所用 ビル との合築 を実施す る計画(4年 度末着

工予定)で あ る。

2郵 便サー ビスの向上 による地域社 会の振興への貢 献

(1)愛 のあ る郵便サ ー ビス による社会福祉 への寄与

目の不 自由な方、耳 の不 自由な方及び言葉の不 自由な方が気軽に郵便

局 を利用 で きるよ うにするため、3年 度 よ り点字が読め る職員 を養成 し

ているが、これ に加 えて4年 度 よ り新 たに、簡単 な手話がで きる職員 を

養成す るこ ととしてい る。
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また、郵便サー ビスの一層の向上 を図るため、4年7月 か らは点字 内

容証明の取扱い を行 うこととしてい るほか、 目の不 自由な方 あての郵便

物について、郵便物 を配達 した際に受取人が不在の場合 、郵便物 が到着

した ことを通知す る 「不在 配達通知書」に加 えて、4年 度 よ り 「点字不

在配達通知 カー ド(仮 称)」 を併せ て差 し入れ ること としてい る。

さらに、4年 度 よ り、社会福祉 の増進に一層貢献す るため、 日本赤十

字社 等社会福祉の増進 を目的 とす る事業 を行 う一定の法 人又は団体にあ

てた寄附金 を内容 とす る郵便物 の料金 を免除す る制度 を開始す る予定で

あ る。

(2)寄 附金付 郵便 葉書等 によ る地域 社会への貢献

お年玉付 郵便 葉書等の発行 による寄附金 は、「社会福祉 の増進 を 目的 と

す る事業」 を行 う団体等9つ の事業 を行 う団体 に配分 してい る。

3年 度 においては、一枚 当た り3円 の寄附金 を付加 したお年玉付郵便

葉書 を4億5,000万 枚発行 したほか、初 めて41円 及び62円 お年玉付郵便切

手に も3円 の寄附金 を付加 し、 それ ぞれ1,500万 枚発行 した。

これ らの寄附金は、配分 申請 のあった団体 の中か ら、222団体 に対 して、

合計13億6,132万 円配分 されるこ とが決定 されたが、この 中には、雲仙・

普 賢岳の噴火に伴 う被災者 の救援事業 も含 まれている。

なお、3年 度 には、3年7月 に開催 された 「第11回 世界 ろ う者会議」

にちなんで、料額62円 に寄附金10円 を付加 した寄附金付郵便切手 を2,000

万枚発行 し、聴覚障害者のため の社会福祉事業 を行 う53団 体 に対 して、

合計1億1,142万 円の寄 附金 を配分 した。

お年玉付郵便葉書等の発行 に よる寄附金 の配分事業 は、昭和24年 か ら

続け られ、今後 とも国民生活 の向上等に貢献 してい くこととしてい る。

(3)地 球環境 問題 への寄与

ア 広告付郵便葉書(再 生紙)を 利用 した地球環境保全事業への寄附
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地球環境の保 全が重要 な取 り組 むべ き課題 となっている状況下にあっ

て、葉書や封筒等大 量の紙の消費 を伴 う郵便事業において も、地球環境

の保全 に貢献す ることが重要な責務 となっている。

こうした観点に立 ち、地球環境 の保全 を図るための事業 に、お年玉付

郵便葉書等の寄附金 を配分 し、支援 を行 うこ ととしている。

4年 度 においては、地球 環境 の保全 にかか る寄附金は、広告付葉書に

より募集す ることを予定 しているが、この広告付葉書には、郵便葉書 と

して初めて再生紙 を使用す るこ ととしてお り、こうした仕様の面か らも、

再生紙の利用促進等地球環境保全の重要性 を利用者 に啓発 してい くこ と

としてい る。

イ 低公害車の試行配備

昨今、 自動車の排気ガス等に よる大気汚染が、大 きな社会問題 となっ

ている。郵政省では、郵便物の集配用 として多 くの軽 自動四輪車 を使用

していることか ら、 これ らの問題の解決策の一つ として低 公害車の導入

低公害車の試行配備
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に積極 的に取 り組 んでお り、3年10月 か ら電気 自動車(軽 自動 四輪車)

14両 及び メタノー ル 自動車(2t車)1両 の計15両 の低 公害車 を郵便物

の集配用 として試行配備 してい る。

(4)大 都市 におけ る窓 ロ機能の充実

郵政省では、大都市 におけ る郵政窓 ロサー ビスに対す る需要 に応える

ため、窓 口事務 量の著 しく多い東京都 区、横浜 市、名古屋 市、大阪市の

中心部 に、大都 市型簡易郵便局(シ テ ィ ・ポス ト)を3年 度 には7局 設

置 し、百貨店、旅行代理店 などに委託 して業務 を実施 してい る。

3郵 便局 ネ ッ トワークの活 用 による地域 ・国際社会への貢献

郵便局 は全国津々浦々に24,000局 の拠点 を有 し、情報通信サー ビスと

して郵便業務 を行 ってお り、郵 政省においては、こ うした情報通信基盤

である郵便局 ネ ッ トワー クを活用 して、地域社 会 ・国際社会 に貢献する

様々 な施策 を実施 している。

ア 地域振興 に資 する窓 ロサ ー ビスの多様化 ・高度化 の推進

郵政省では、地域 に密着 した公的機 関である とともに、地域 間 を結ぶ

ネ ッ トワー クを形成 してい る郵便局 の特性 を生か し、地域振興に資する

ため、窓 ロサー ビスの 多様化 ・高度化 を推進 してい る。

住民票の写 しにつ いては、4年1月 、郵便局 に市町村が設置 した専用

のファクシ ミリを、住民が利用 して住民票 の写 しの交付 を請求 し、それ

を受 けて市町 村が郵送 に よ り交付 す る とい う方法 での取扱 いが可能 と

なった。 これ まで も、住民票の写 し等 の郵送サー ビス(郵 便局窓 口に専

用の申込用紙 ・封筒 を用意 してお き、郵送に よ り住 民票 の写 し等 の請求・

交付 を行 うサー ビス)を 実施 してい るが、 ファ クシ ミリを使 った請求が

可能 となったことで、受 け取 るまでの時間が一層短縮 され ることとなっ

た。4年2月 か ら兵庫 県津名町の5郵 便局 で取扱 いを開始 した。
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また、地方 自治体等 が作成 した地域 の観光、歴史等 を紹介 した ビデオ

な どに関す る情報 を郵便局 ネ ッ トワー クを通 じて提供 し、 ビデ オの貸 出

し等 を郵便 を利用 して行 う 「活 き活 き情報交流サー ビス(仮 称)」 の実験

を4年 度に行 う予定 であ る。

イ 郵便局 と社会福祉施設 との合築

昨今、高齢化社会の進展、女性の社会進 出、核 家族化等に より社会福

祉施設 の充実が求め られてい る。郵政省では社会福祉 の増進に寄与す る

とともに土地の高度利用の要請 に応 える とい う見地か ら、地方公共団体

等のニー ズを踏 まえ、郵便局 と社会福祉 施設 との合築 を推進 してい く予

定であ る。

具体 的には、郵便局舎の改善 時に、将来郵政事業で使用す る面積 を確

保 してなお余剰面積 が生 じる場 合に、地方公共 団体の要望、社 会福祉施

設の建築 設備基準、利用形態等 を総合的 に勘案 して行 うこ ととなるが、

対象 とす る社会福祉施設 としては、老 人福祉 セ ンター、児童館、点字 図

書館などの施設 が考 えられ る。

4年 度においては、両 国郵便局(東 京都 中央区)と 東京都 中央 区の社

会福祉施設 との合築 を計 画 してお り、4年 度 中着工、6年 度中の完成 を

目指 して いる。

ウP-SATの 活用 によ る地域貢献

郵政省では、郵便局ネ ッ トワー クを高度化 して、地域の情報化 の推進

に貢献す るとともに、事業運営 の高度化 ・効率 化等を図 るため、郵便局

等に衛星通信の受信装置 を設置 し、衛星通信 を利用 して各種 の情報通信

を行 う郵便局衛星通信ネ ッ トワー ク(P-SAT)の 運用 を、3年4月

より開始 した。

4年 度 においては、P-SATの ネ ッ トワー クを全国約300の 郵便局 等

へ拡大す る予定であ り、全国各地の郵便局 で、映像 によって地域の特 産
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物 ・地場 産業 ・観光情報 など全 国各地のふ るさと情報 、最新の経済 ・生

活情報等 を提供す るこ とに よ り、地域の情報化 の推進 及び地域住民の利

便の向上 等 を図 るこ ととしてい る。

工 国際 ボランテ ィア貯金 によ る国際貢献

国際ボランテ ィア貯金は、預金者か ら通常郵 便貯金 利子の20%の 寄附

を得 、民 間海外援助団体(NGO)を 通 じて、開発途上地域 の住民の福

祉 向上 のため に活用す ることに よって、 国民参加 による民間 レベ ルでの

海外援助 の充実 に資す ることを目的 とす る ものである。

3年1月 よ り取扱 いを開始 し、2年 度 は212万9千 人 を超 す人々か ら11

億円 もの寄附金が寄せ られた。

3年6月 、 この寄附金の うち緊急援助分等 を除いた9億1,358万 円を、

全国102団 体が実施す る148援 助事業 に第1回 目の配分 をし、 ア ジア、ア

フ リカを中心 とした世界各地において、学校 に行け ない子供達へ の教育

活動、女性の 自立のための識字教 育や縫製 ・手工芸等の職 業訓練、生活

用水確保のための井 戸掘 り、砂 漠化防止のため の植林、難i民救済等各種

の援助活動に役 立て られている。

緊急援助 については、エ ティオピアにおいて、干ばつ等に よ り飢餓に

瀕 してい る被災者のための緊急援助事業 に充て るこ ととして、4年3月 、

NGO2団 体 に1億 円 を配分 した。

4年3月 末 には国際ボランティア貯金 の加 入者数は約674万 人に達 し、

郵便貯金 の新 しい顔 として国民の間に着 々 と根付 いてお り、今後 とも郵

便局 ネッ トワー クを活用 した国民参加 に よる国 際貢献 のモデル として、

定着 させ てい く方針であ る。

オ 郵便局 に おける外貨両替等サー ビスの実施

近年、我が国の国際化 の進展 に伴い、海外へ渡航す る日本 人及び来 日

す る外国人が急速に増加 してお り、従来 に も増 して外 国通貨の両替及び
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旅行小切手 の売買に対す るニー ズが高 まってい る。 これ らのニー ズに的

確 に対応 し、旅行 者の利便 を図 るため、3年10月 か ら全国の100の 郵便局

において外 国通貨(米 ドル、仏 フラン、 カナ ダ ドル、英ポ ン ド、独マル

ク及び豪 ドル)の 両替及び旅行 小切手(前 記の6通 貨建ての旅行小切 手

の他 日本円建 ての もの も取 り扱 う)の 売買 を開始 した。

3年 度の取扱状況は、総取扱件数16,831件 、総取扱金額13億6,643万 円

であった。

4年 度以降において も、順次取扱局 を増や してい く予定であ り、 これ

によ り地域住民の利便の向上並 びに地域 の国際化 に貢献 してい くことと

している。


